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有症状時には食品関係で就業しないことが重要である。
　不活化ワクチンが利用可能だが、効果は非常に有効で
あり、ほぼ100％で抗体が誘導される。一度免疫が獲得
されると、追加免疫は必要ないと考えられている。特に、
旅行者、慢性肝疾患患者、男性間性的接触者、HIV患者
においては、ワクチン接種が推奨されている。

 パートナーの追跡 

　特に男性間性的接触者間での性感染症としてのA型
肝炎ウイルス流行が多く報告されている9－11）。STDを
想定する場合には、パートナーのIgG抗体の有無を確認
する。A型肝炎ウイルスは、糞便－経口感染として、感
染力が非常に強く、コンドーム着用は感染予防には役立
たない。早急にワクチン接種が必要である。
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 はじめに 

　B型肝炎は、B型肝炎ウイルス（hepatitis B virus：
HBV）が感染して起こる状態の総称である。出生時や免
疫低下状態における感染では持続感染（キャリア化）を
高頻度に起こすが、免疫系が発達した成人では、一過性
感染に終わることが多い。我が国では成人でのキャリア
化はほぼゼロと言われてきたが、後述する遺伝子型
（genotype）Aによっては慢性化することが判明してき
た。
　HBVが性行為によって伝播することは、1971年に
HBs抗原キャリアとの性行為によって急性B型肝炎が
起こったことから示唆された1）。その後、ニューヨーク
における男性同性愛者（MSM）での大規模な疫学調査
によって確認されるに至り、性感染症としてのB型肝炎
の存在は確立された2）。すなわち、1970年代半ば、600
人を超えるMSMの4.6％がHBs抗原キャリアであり、
51.1％がHBs抗体陽性で感染の既往を示していたので
ある。その最大の危険因子は、セックスパートナーの数
であった。
　異性間性交渉によるHBVの伝播も、それに引き続い
て明らかとなった。HBs抗原キャリアの配偶者におい
ては、HBV感染（現在あるいは既往の）を示す血清マー
カーが、そうでない配偶者に比べて有意に高かったので
ある3）。最大の危険因子は、やはりセックスパートナー
の数であった。アリゾナでのデータによれば、過去4か
月間に5人以上のセックスパートナーをもった人では
21％がHBVマーカー陽性であったのに対し、5人未満
の場合は6％のみが陽性にすぎなかった4）。
　現実に急性B型肝炎のうちのどれだけが性感染症で
あるかを、正確に知るのは難しい。米国CDCのデータ
では、1994繰1998年の間に米国で発生した急性B型肝
炎の40から50％が異性間性交渉による性感染症であっ
たという4）。

　我が国の成人における急性B型肝炎の多くは性感染
症と考えられているが、性行為によって感染する急性B
型肝炎の実数、感染率等は明らかでない。従来から日本
で見られるのは、遺伝子型BあるいはCのHBVによる
感染であったが、最近は遺伝子型A、ことにヨーロッパ
型（Ae型）が性感染症として都市を中心に急増してきて
いる5）。
　また、HIV感染例においてはHBVによる重複感染が
多く、かつキャリア化する例も多い。我が国における調
査ではHIV感染例の6.4％がHBVキャリアであり、一
般住民における約１％に比して有意に高い6）。また遺伝
子型AのHBVが占める割合も70％台と高い7）。

 症状と診断 

１　臨床経過

　HBV感染では、性行為による感染機会ののち2～6週
でHBs抗原が陽性化する。針刺しや輸血による感染で
は、この潜伏期は数日～数週間と短いが、これは主に侵
入したウイルスの量によると考えられている。
　通常、HBs抗原の出現とほぼ期を同じくしてHBe抗
原、HBV繰DNAが陽性化する。これに2～3週間遅れ
て血清GPT値が上昇する。倦怠感、食欲不振、赤褐色
尿などを訴えて患者が来院するのは、通常、血清GPT値
の上昇がピークに達する頃である。むろん、来院のタイ
ミングは個人の事情によって異なる。顕性黄疸の出現後
に来院する人も多い。HBVの急性感染を起こしたのち
急性肝炎を起こす（診断される）人は、約3分の1とい
われている。米国のMSMにおけるワクチンの対照試験
では、64％が肝炎の臨床的証拠を示したとの報告があ
る8）が、これは綿密な経過観察のためであろう。
　劇症化の頻度は低いものの、いったん起こした場合死
亡率は高いことから、意識障害、凝固能の低下に注意す
る。
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２　診　断

　B型急性肝炎の診断に最も適しているのは、HBs抗原
ではなく、IgM型HBc抗体であることを十分認識して
おく必要がある。HBs抗原は、血中から比較的すみやか
に消失することがあるからであり、その傾向は重症の肝
炎ほど強い。劇症B型肝炎では、HBs抗原によっては診
断できないことが多い。IgM型HBc抗体は、慢性HBV
キャリアからの急性発症でも陽性となるため、両者の鑑
別は容易ではない。急性肝炎の方が抗体価の高いこと
や、過去のHBs抗原陽性/陰性が判明していれば、鑑別
は可能である。HBc抗体COI値によって両者の鑑別が
可能であると考える人もいるが、一般には難しい。いず
れにしても、IgM型HBc抗体陽性ならば、HBVによる
肝炎と診断をつけてよい。
　B型肝炎と診断がついたら、HBe抗原とHBe抗体を
測定する。早い時期に測定すると、HBe抗原が陽性であ
るが、自覚症状出現後はHBe抗体陽性となっているこ
とが多い。HBe抗原陽性が持続するようなら、急性B
型肝炎ではなく、キャリアからの発症を疑った方がよ
い。
　ウイルスそのものの測定法としては、HBV繰DNAを
使用する。HBV繰DNAの測定法としては、現在ではリ
アルタイム（TaqMan）PCR法が普及してきている。
リアルタイムPCR法は、2.1 LC（log copies）/mlまで
測定可能であり、感度、定量性ともに優れており、使用
しやすい9）。
　しかし、急性B型肝炎においては、HBV繰DNAの測定
が必要な事態は、通常、稀である。測定するのは、HBs
抗原消失後もなお重症化する場合、肝炎が長期化し慢性
化が懸念される場合などである。
　合成能（主にプロトロンビン時間で判断）の高度の低
下（50％以下）が見られる場合、血清GPT（ALT）値
の低下にもかかわらず黄疸が進行する場合は、劇症化の
危険性を考えて、専門病院への患者の転送を検討すべき
である。大学病院等、血漿交換、特に肝臓移植が可能で
ある施設への転送が必要である。

 治　療 

　多くの例が自然に軽快するので、劇症化をrule out
しつつ、慎重に経過を観察する。残念ながら、遺伝子型

検査は保険適応になっていないが、遺伝子AのB型肝炎
では慢性化することが少なからずある。特に、MSM
（men who have sex with men）の人では高率である。
　血清GPT値が300 IU/Lを超える、あるいは、顕性
黄疸が出る場合には、入院させて経過を観察する。食欲
不振が強ければ、随時点滴を行う。皮疹も、通常は自然
に軽快するので、外用剤などで保存的に対処する。
　副腎皮質ホルモンの内服、注射などは、原則的に禁忌
である。副腎皮質ホルモンは、HBVの増殖を促すため、
中止後に肝炎が劇症化する危険がある。また、免疫能低
下作用のため、急性肝炎で終わるべきものが慢性化する
可能性がある。
　また、インターフェロンやラミブジン、エンテカビル
等の抗ウイルス剤は、通常の急性B型肝炎では適応は
ない。劇症化が懸念される場合（プロトロンビン時間が
40％になる前を目安）、あるいは、既に慢性肝疾患が
あって急性B型肝炎の合併によって肝不全が懸念され
る場合は、抗ウイルス剤の適応となるが、すみやかに専
門医へ転送されることが望ましい。遺伝子AのB型急性
肝炎で、ラミブジン、エンテカビル等の抗ウイルス剤投
与によって慢性化率が低下するとの先進的なデータも出
始めているが、現時点では一般に使用される状況ではな
い。また、ラミブジン、エンテカビル等の抗HBV薬は
抗HIV活性をもつため、HIV感染症の合併の有無を確認
する必要がある。また、HIV/HBV重複感染症の場合は、
抗HBV薬の単独使用はHIVの耐性化を促す恐れがある
ため、原則禁忌である。B型急性肝炎が慢性化（6か月
以上持続）した場合は、日本肝臓学会のガイドラインに
沿って治療を行う。すなわち、数か月間の経過観察後も
トランスアミナーゼ異常値が続く場合、35歳未満では
インターフェロンを中心とした抗ウイルス治療、35歳
以上では逆転写酵素阻害薬（現時点では、エンテカビル
が第一選択）による治療を考慮する。
　強力ネオミノファーゲンシー（SNMC）は、B型急性
肝炎の場合は必要ない。自然経過を変化させず、治癒ま
での期間も変化させない。当然、劇症化の阻止もできな
い。

 治癒判定 

　血清GPT値が順調に低下し300以下となれば、通常
は退院させ、外来で経過を観察する。通常は、そのまま
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血清GPT値は正常化する。この時期にはプロトロンビ
ン時間は正常化しているはずであるので、それを確認す
る。約9割の例では、血清GPT値の上昇は一峰性であ
るが、二峰性、三峰性になる場合もあるので、外来での
経過観察は必要である。HBe抗原は、早期に消失する。
HBs抗原は、比較的早期に消失することが多いが、HBs
抗体の出現は通常遅く、年余にわたり出現しないことも
あるので、HBs抗体の陽性化を治癒判定に用いる必要は
ない。
　なお、通常、臨床上は問題にならないが、急性B型肝
炎ののちにHBV増殖が肝で生涯にわたり持続する例が
多いことが知られてきている10，11）。献血はしないよう
に指導するべきである。

 予　後 

　劇症化（１％以下）しなければ、その予後は良好であ
る。HBs抗体への陽転後には自然な再発はないが、悪性
腫瘍の抗癌治療後に、前述のような肝に潜んでいる
HBVが再燃することが多く観察されるようになり、対
策が必要である。特に、HBキャリアではなくHBs抗
体陽性の人が、Rituximab、CHOP等による化学療法
を受けた後や、抗TNFα製剤の使用によってB型急性
肝炎（de novo B型肝炎と呼ばれている）を起こした場
合は、劇症化率、死亡率ともに高いことが知られてきて
いる。その対策のため、日本肝臓学会ではガイドライン
を作成している12）。
　成人での慢性化は、従来考えられていたほど稀ではな
い。

 パートナーの追跡 

　通常、HBVの感染源となったパートナーは、HBV
キャリアである。しかも、ウイルス量の多い状態である
と推測されるので、医療機関への受診を勧めるべきであ
る。
　報告例として、夫が海外旅行で性感染症としてHBV
に感染し、B型急性肝炎の潜伏期中に妻へ感染させた例
があるが、それは稀な例である。
　一度B型急性肝炎を起こして治癒した場合、異なる遺
伝子型のHBVであっても再感染は認められないとされ
ている。

 追　記 

　B型肝炎の予防には、HBワクチンという有用な方法
がある。HBVキャリアと婚姻する予定のものは、ワク
チンの接種を受けておくべきである。ただし、婚姻前に
性交渉をもち、既にHBs抗体をもっていることも多い
ので、まず抗体の有無を先にチェックする必要がある。
特定のセックスパートナーがHBVキャリアであると判
明した場合も、同様である。複数のセックスパートナー
との性交渉をもつ者の場合、あらかじめ予防としてワク
チンを接種しておくということも選択肢のひとつであ
る。我が国において、小児にHBVのvaccinationを行
うことが決定されたが、国民全体にワクチンによる抗体
獲得までまだ時間がかかる状態である。
　性交時にコンドームを使用することで予防することが
できるが、HIVやHCVに比べてウイルスのコピー数は
多く、感染性は強いことに留意する必要がある。また、
精液中や唾液中のウイルスの存在も確認されている。
　HBVに関しては、ワクチン接種を行い抗体を獲得す
ることが遺伝子型Aの浸透、再活性化を認める昨今、き
わめて重要である。
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 はじめに 

　C型肝炎ウイルス（HCV）キャリア、すなわちHCV
持続感染者は世界中におよそ1億7000万人、日本には
およそ100万人存在すると推定されている。HCVは、
これらキャリアからの血液が直接体内に入ることによっ
て感染する。その経路は、我が国においては、1992年以
前の輸血、HCVの混入した血液製剤、覚醒剤の注射、入
れ墨、などである1）。しかし、現在では、検査体制が十
分整っているので、輸血や輸入血液製剤による感染はほ
とんどないといえる。民間療法や脱毛処置なども、観血
的な行為である場合に、デバイスがディスポーザブルで
ない時には、感染の可能性があると考えるべきである。
　性交渉もHCVの感染経路の一つであるが、一般にそ
の頻度は低いとされている。夫婦間では年齢とともに両
者のHCV感染率が高くなるが、HCV遺伝子配列を夫婦
間で比較してみると、必ずしも同一の起源とされないも
のが多い。また、前向き調査による夫婦間のHCV感染
率は年間0.23％とする報告もあり2）、性交渉を介する
HCV感染は、存在するが低率であると考えられる。しか
し一方、commercial sex worker（CSW）を対象とし
た調査では、HCV抗体陽性の頻度は同年代の一般女性
に比して8～10倍高率であり、しかも血清梅毒反応と
関連がある3）。2006年の米国における調査では、年間
802件のC型急性肝炎例があったが（人口10万人当り
0.3例）、そのリスクファクターは、IDU（intravenous 
drug繰users）が54％、推定上の潜伏期の間に複数の
セックスパートナーをもった例が36％、パートナーが
HCV感染者とわかっていたものが10％であった4）。ま
た、HIV感染例においてはHCVの重複感染症例が多く、
特にMSM（men who have sex with men）ではIDU
因子を除いてもHCV感染が多い5）。このようなデータ
を勘案すると、B型肝炎に比べると感染性は低いもの
の、C型肝炎を性感染症として捉えておくことは必要で

あると考えられる。
　HCV感染の最大の問題点は、非常に高い慢性化率に
ある。通常の感染で60～70％が慢性化する。輸血によ
る感染では、ウイルス量が多いためか、80％に達する
といわれる。一方、治療法が進み、高い抗ウイルス効果
をもつ経口の直接作用型抗ウイルス薬（DAAs：
direct繰 acting antiviral agents）により難治性であっ
たgenotype1bにおいてもインターフェロン、リバビリ
ン、DAAs、あるいは経口DAAsの併用、および今後も
DAAsの開発が見込まれ、100％近いウイルス排除が可
能となる時代となった。

 症状と診断 

１　診　断

　日本では現在、HCV第三世代抗体キットが使用され
ている。このキットでは低抗体価のものが多く捕捉され
るが、低抗体価のほとんどは過去の感染の既往である。
したがって、HCV抗体陽性であっても、患者にすぐに
「あなたはC型肝炎ウイルスに感染している」と告げて
はならない。まず抗体価をみて、低値（キットによって
数値は異なるので、いくつとはいえないが、概ね1桁の
場合）であれば、過去の感染の既往（現在は治癒）を考
える。確認のためHCV繰RNA測定（リアルタイムPCR
法、後述）が必要となる。
　また、感染初期（感染から2～3か月間）にはHCV
抗体は陽性化しない（ウインドウ・ピリオド）ので、一
般に、HCV抗体測定でC型急性肝炎の診断をつけるの
は難しい。HCV繰RNAの測定によって診断を行う。
　HCV繰RNA存在の有無をみるには、リアルタイム
（TaqMan）PCR法によるHCV繰RNA測定法を行う。
この方法は、感度、定量性ともに従来の検査法より優れ
ている。
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２　症　状

　一般に、C型肝炎は、ウイルスに感染してから2～3
か月で、急性の肝障害を起こす。しかし、自覚症状の多
くは「体が少しだるい、食欲がない」という程度で、黄
疸も出にくいため、気がつかない人も多い。C型急性肝
炎を起こした人のうち、30～40％の人は自然に治るが、
残りの60～70％の人は「慢性肝炎」となる（定義上は
6か月以上肝炎が継続した場合に慢性肝炎と呼ぶ）。そし
て、10～15年にわたる「非活動期」に入る。非活動期
には、肝障害を表す血清GPT値を測っても基準値内を
示すが、その間にも、ウイルス増殖は続く。個人差が大
きいが、10～15年を経過すると慢性肝炎が「活動期」
に移行することが多い。「活動期」に入ると、GPT値が
基準値の2～3倍まで上昇することが多い。C型慢性肝
炎で問題なのは、いったん肝炎が活動期に入ると自然に
は軽快しないことである。放置していると、慢性肝炎か
ら肝硬変、肝癌へと進行していく危険性が高まる。

 治　療 

　血清GPT値が300IU/Lを超える、あるいは、顕性黄
疸が出る場合には、入院させて経過を観察する。食欲不
振が強ければ、随時点滴を行う。前述のごとく30～
40％は自然に治癒し、HCVは消失するので、まず経過
を観察する。慢性化する気配があれば、早目にIFN治 
療を施行することが推奨される。概略は以下の通りであ
る6）。
　ⅰ）発症後12週を過ぎてもHCV繰RNA陽性ならば、
慢性化の可能性が高い。

　ⅱ）発症後20週を過ぎると、IFN治療の効果が低下
する。

　ⅲ）したがって、C型急性肝炎を発症したら、12週
から20週の間に治療を行うのが望ましい。

　ⅳ）IFNを24週間投与する（リバビリン併用の意義
は少ない）。

　インターフェロンを中心とした治療に加え、慢性化後
は、C型慢性肝炎の治療に準じるが、抗ウイルス効果を
もつ経口の直接作用型抗ウイルス薬（DAAs：direct繰 
acting antiviral agents）とインターフェロン、リバビ
リンによる治療または経口DAAsの併用で、ウイルス
遺伝子変異、腎機能障害などの問題がない場合、90％

以上ウイルス排除が可能となる時代となった。今後は急
性肝炎に対する治療レジメも、時間とともに変更される
可能性がある7）。

 治癒判定 

　C型急性肝炎後、自然に血清GPT値が正常化した例
ではHCV繰RNA検査（リアルタイムPCR法）を行う。
HCV繰RNAが陰性化していれば治癒の可能性が高いが、
再増加もあるので、3か月後にもう一度検査して確認す
る。
　IFN等の治療後では、投与終了6か月後に判定を行い、
HCV繰RNAが陰性化していればウイルス学的著効sus�
tained virological response（SVR）と呼び、事実上
のHCV駆除と考えられている。

 予　後 

　自然軽快例、あるいは急性期におけるIFN治療による
HCV排除例では、予後は良好である。慢性化した例で
は、肝硬変、肝癌への進展のリスクが高まる。慢性化後
にHCVが排除された例では、その時点における肝線維
化の程度によって、肝癌発生のリスクが異なる。若年者
で女性で肝線維化が軽度な例では肝癌発生のリスクはほ
とんどないが、それ以外の例では、健常者に比して肝癌
発生のリスクはHCV排除の後も残るので、定期的な画
像、血液検査によるフォローアップが必要である。

 追　記 

　現在、日本ではHCV感染症の新規発生は減少してい
るが、その結果、相対的に性感染症としてのC型肝炎の
重要性は上昇してきているといえる。ワクチン開発は成
功していないが、選択できる治療法が進み、C型肝炎は
慢性肝炎であっても完全にウイルス排除が期待できる時
代となりつつある。また、HBVと比較し感染力は弱いも
のの、これらの治療に抵抗性の難治HCVが、今後感染
の中心となる可能性も否定できず、ワクチンも存在しな
いことから、今後も注意が必要である。
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 はじめに 

１　“赤痢アメーバ”には病原種と非病原種がある

　赤痢アメーバ（Entamoeba histolytica）は、ヒトに
病原性を持つ腸管寄生性原虫の代表的存在である。この
原虫は、世界人口の10％の糞便から検出されるほど、
ありふれた微小生物とされてきた。しかし、従来から光
学顕微鏡下に証明されてきた“赤痢アメーバ”は、明ら
かに異なる二種の原虫に分類される1，2）。すなわち、そ
の90％は、ヒトに病原性を持たない非病原種（Enta�
moeba dispar）であり、病原種（E. histolytica）は
残りの10％で、結局、病原種原虫に感染した今日の世界
人口は１％程度（約5,000万人）であり、死亡者数は毎
年10万人と考えられている。

２　疫　学

　本原虫は発展途上国に広く分布するが、先進国では男
性同性愛者（MSM）間にも流行し、我が国でもMSM
間に性感染症としてこの原虫が流行していることが知ら
れる3）。米国のMSM間に流行しているのは非病原種で
ある4）。一方、我が国に流行している原虫は、その多く
が病原種であるため、大腸炎や肝膿瘍などの症候性症例
として、臨床現場に姿をあらわす。
　厚生労働省に報告された我が国の赤痢アメーバ症（ア
メーバ赤痢）患者数は1980年代ごろから漸増し、感染
症法が施行された1999年以後にもさらに増加を続けて
いる。これらアメーバ赤痢症例の多くは、MSM症例で
あることが想定される。
　性感染症以外では、今日の日本は衛生環境が整備され
ているため、E. histolyticaは国民全体に浸淫している
わけではないが、発展途上国からの帰国者（来航者）、さ
らに知的障害者施設収容者間5）にも、その流行が報告さ
れている。

３　感染様式

　性感染症としての赤痢アメーバ症の感染様式は、肛門
と口唇とが直接接触するような糞口感染であるが、非性
感染症症例での感染は、E. histolyticaの嚢子（シスト）
による汚染飲食物を経口摂取することにより成立する。
消化管に侵入したシストは、胃を経て小腸に達し、そこ
で脱シストして栄養型となり、分裂を繰り返して大腸に
到達する。栄養型は、腸管腔や大腸粘膜内で分裂を繰り
返す。この原虫は、大腸粘膜に潰瘍性病変を形成してア
メーバ性大腸炎を発症させる。また、腸管外にも病変を
形成するが、その大部分は肝膿瘍であり、稀に心、肺、
脳、皮膚などのアメーバ性病変も報告される。

４　感染症法上の取扱い

　感染症法では、E. histolyticaの感染に起因する疾患
を、消化器症状を主症状とするものばかりでなく、それ
以外の臓器に病変を形成したものをもアメーバ赤痢とし
て、全例報告の対象とした（五類感染症）。末尾の「後記
２）」参照。
　検査によりアメーバ赤痢と診断した医師は、感染症法
第12条第１項の規定により、７日以内に都道府県知事
（最寄りの保健所などを経由して）に届出をする必要が
ある。また、アメーバ赤痢により死亡したと診断した場
合にも、同法第12条第４項の規定による届出を、７日以
内に行わなければならない。

 症状・診断 

１　アメーバ性大腸炎

　臨床症状としては、下痢、粘血便、テネスムス、排便
時下腹部疼痛などがある。肝膿瘍などの合併症を伴わな
い限り、原則として発熱は見られない。発症は緩徐であ
り、これらの症状は、増悪、寛解を数週から数年間にわ
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たって繰り返すが、多くの場合に患者の全身状態は侵さ
れず、社会生活は普通に営むことができる。
　上記症状のうち、最も多く見られ、診断の糸口となる
のは、粘血便である。典型的なものはイチゴゼリー様の
外観を有し、大腸粘膜面に形成された潰瘍からの血液と
粘液が混和したものであるが、量が少ない場合には、ト
イレット・ペーパーに少量の血液が付着し、患者は痔と
自己診断している例が少なくない。粘血便が持続する場
合には、大腸腫瘍や潰瘍性大腸炎などとの鑑別が必要と
なる。特に、コルチコステロイドの投与はアメーバ性大
腸炎を増悪させ、ときに穿孔性腹膜炎を合併するため、
ステロイド治療を必要とする潰瘍性大腸炎などとの鑑別
診断が重要である。なお、大腸炎症例の５％程度が肝膿
瘍を合併するとされる。
　さらに、妊娠もアメーバ赤痢を増悪させる要因にな
る。
　赤痢アメーバ性大腸炎の診断方法は、三つあげられ
る。すなわち、
　①糞便、または大腸粘膜から顕微鏡的、免疫学的、あ

るいは遺伝子診断でE. histolyticaを証明する。
　②大腸内視鏡像でアメーバ病変を証明する。
　③血清中に赤痢アメーバ抗体を検出する。
である。
　このうち①の顕微鏡による検出は、原虫数が少ない場
合にその検出感度が低いため、赤痢アメーバ性であるこ
とを否定するための糞便検査は、最低でも３日間行うべ
きとされる。

２　アメーバ性肝膿瘍

　臨床症状は、発熱、上腹部痛、肝腫大、盗汗などであ
る。さらに、右胸膜炎や横隔膜挙上を示す症例も多く、
乾性咳嗽や右肩甲部痛を訴えることもある。多くの症例
は、38℃以上の発熱を示す。発病初期には腹痛などの局
所症状を示さないため、感冒と誤診されることがある。
やがて病期の進行とともに、上腹部痛（病変が肝右葉に
多いため、右季肋部痛が多い）を自覚するようになる。
今日の我が国では、この時点で超音波やCT検査が行わ
れ、肝膿瘍である診断が得られる。肝は有痛性に腫大し、
季肋下あるいは心窩部に触知される。
　診断方法は、三つに分けられる。すなわち、
　①超音波やCTにより、肝臓に低吸収領野を証明する。

この段階では、肝膿瘍の疑い以上の診断には至ら
ず、病原体を確定することはできない。しかし、肝
右葉に形成された円形ないし楕円形の巨大な膿瘍は
一般にアメーバ性である可能性が高い。

　②膿瘍内容を穿刺またはドレナージにより採取し、そ
の排液中に赤痢アメーバを証明する。

　③免疫学的方法、特に血清アメーバ抗体価の上昇を証
明すること。

である。
　赤痢アメーバは、膿瘍カプセルの直下に多く存在する
ため、穿刺液からの顕微鏡による検出率は50％前後で
あり、穿刺という手技の侵襲性に比べると、効率的とは
いえない。膿瘍がアメーバ性か否かを検討する上で極め
て有用でかつ非侵襲的なのは、免疫学的方法であり、ア
メーバ性肝膿瘍での血清アメーバ抗体陽性率は、95％以
上と高い6）。
　なお、アメーバ性肝膿瘍の50％では、粘血便や持続性
下痢の合併が証明されるが、残りの50％の症例は、腸管
症状を示さない。

 治　療 

　大腸炎、肝膿瘍のいずれにあっても、赤痢アメーバ症
に対する第一選択薬剤は５繰ニトロイミダゾール系製剤
であるメトロニダゾールである（フラジールほか。赤痢
アメーバ症に対して本邦では保険薬価未収載であるが、
現実には広く処方されている）。
　投与は１～２グラム、分３～４、７～10日間とする。
日本人では1.5グラム/日以上投与時に、悪心、嘔吐など
の副作用を発現することが多い。ジスルフィラム様作用
があり、本剤投与中および投薬終了後１週間は禁酒とす
る。このほか、欝傾向、運動失調、めまい、白血球減少、
発疹などの発現も報告される。
　また、変異原性、発癌性などが実験的に証明されてい
るため、妊婦には投与しない。同系統の薬剤としてチニ
ダゾール1.2～2.0グラム/日、３日間も用いられる。
　肝膿瘍例に対する治療の基本は、上述した薬剤投与で
あるが、我が国では、従来から膿瘍ドレーン留置による
排膿が多く併用されてきた。しかし、ドレーンは、設置
後一定期間は抜去できず、長期間留置した場合、細菌に
よるドレーン感染を合併することがある。そのため、抗
原虫薬投与開始前に超音波ガイド下に膿瘍穿刺を行い、
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可能な限り多量の排液を試み、穿刺針は留置せずに抜去
することが勧められる。
　排液は、微生物学的検査（細菌培養、原虫検査）に供
し、血清アメーバ抗体が陽性であればアメーバ性と診断
して、メトロニダゾール投与を開始する。
　肝左葉の膿瘍は、心嚢炎を合併する可能性があるた
め、また、直径10cm以上と巨大な膿瘍で穿破の危険性
が高い場合には、ドレーン設置も考慮される。膿瘍が巨
大でない場合には、メトロニダゾール投与のみで治癒が
期待できる（画像上での膿瘍陰影の消失には数か月～数
年を要する）。
　臨床症状を伴わないキャリアにみられるアメーバシス
トは、E. dispar（駆除は不要）かE. histolytica（駆
除が必要）によるものかの鑑別が困難である。原虫の同
定には、ELISA法による特異抗原の検出、あるいはE. 
histolytica特異的DNA検出法が開発されている。

 治癒判定 

　アメーバ赤痢（症候性赤痢アメーバ症）に対し、メト
ロニダゾールは著効を示す。しかし、臨床症状消失後も
糞便中にシストが残存する症例があり7）、臨床的治癒後
も、糞便の定期的追跡調査が必要である。メトロニダ
ゾールなどの殺組織内アメーバ剤投与後に、腸管腔に残
存するシストに対処するためパロモマイシン（アメパロ
モカプセル）を投与することがある。通常、治療後２～
３か月以上臨床的再発がなく、糞便中に原虫が検出され
なければ、治癒と判定する。

 予　後 

　治療に反応した赤痢アメーバ感染症の生命予後は、良
好である。しかし、この疾患を念頭に置かない診療が行
われ、他の大腸疾患と誤診されて副腎皮質ステロイド剤
が投与されたり、無効な抗菌薬を連用されて腸穿孔を合
併したような症例では、その予後が極めて不良であ
る8，9）。肝膿瘍にあっても、赤痢アメーバ性と診断され
て適切に治療された症例の予後は一般に良好であるが、
細菌性と誤診され抗菌薬を、さらにステロイド剤を投与
され増悪したような症例を散見する。赤痢アメーバ感染
症が、今日の我が国で流行していることを再認識する必
要がある。

 パートナーの追跡 

　この原虫症は、糞口感染によりMSM間に感染する性
感染症でもあるため、性的パートナーをも同時に治療す
る必要がある。しかし、現実にはパートナーが治療を受
けることは稀であり、治療例の10～20％程度に見られ
る臨床的再発例が、投薬後も患者体内に残存していた原
虫による再燃か、あるいは、パートナーからの再感染か
の判定は困難である。

 後　記 

　１）　E. histolyticaにHIVが混合感染した場合に、赤
痢アメーバ症としての症状が増悪しなかったとする
Reed, S.L.らによる報告は、病原種と非病原種の概念が
確立する以前のものであり10）、さらに、米国での流行
株は非病原種であることから、E. disparを主体とした
成績と理解される11）。
　一方、我が国での流行株はE. histolyticaであり、最
近、HIV混合感染は赤痢アメーバ症の臨床像に影響を与
えないとの報告がなされた12）。我が国のMSM間には、
さらに赤痢アメーバとともに梅毒やHIV等の混合感染
をみる症例が増加しているため、今後は、これら複数の
性感染症病原体感染症例の臨床像に関する成績を集積
し、解析する必要がある。
　２）　最後になったが、感染症法では「アメーバ赤痢」
となっているけれども、ここでは「赤痢アメーバ症」と
していることについて一言しておこう。
　「アメーバ赤痢」は文字どおり赤痢アメーバによる「赤
痢」を意味しているはずである。アメーバ赤痢は腸ア
メーバ症の一病態で、いわゆる赤痢症状を呈するものと
考えるのが正しいと思われる。腸アメーバ症でも、赤痢
症状を呈さないものもあるとされており、肝膿瘍までも
赤痢に含めるのはいかがかと思われる。肝膿瘍だけの症
例は、どう見ても赤痢ではありえない。
　確かに感染症法では、すべてをひっくるめて赤痢ア
メーバによる感染症を「アメーバ赤痢」としているが、
むしろこれを修正するように要求する方が良いように思
われる。したがって、日本性感染症学会のガイドライン
委員会としては、肝膿瘍なども含めるのであれば、「赤痢
アメーバ症」の名称が良いと考えて採用している。

疾患別診断と治療　１７ ／赤痢アメーバ症
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思春期の性感染症

第３部



 はじめに 

　思春期は、最も性感染症頻度の高い時期である。背景
として、生物的に最も感受性が高い時期であり、さらに
知識不足・社会的援助体制の不備などの社会的要因も影
響する1）。思春期の性感染症は、時には生命に関わるこ
ともある顕性の感染症など直ちに医療が必要な場合のみ
ならず、症状は呈しないが将来にエイズ、子宮頸がん、
さらには不妊などの重大な健康被害を伴う不顕性感染も
重要となる。さらに、その時点での感染は回避できたと
しても、その後もリスクのある性行動が継続し、その後
の様々な性感染症の発症につながることにもなる。
　思春期は、性感染症分野で大きな位置を占めるにもか
かわらず、全体の中に埋没し、系統的な対応がとられな
いまま現在に至っている。それは、医療の中でも内科と
小児科の狭間に位置し、独自の対応が求められるにもか
かわらず置き去りにされてきた思春期医療全体にも直結
する。本邦では、15歳以下（中学生）が小児科の対象年
齢であったが、2006年に日本小児科学会が成人するま
で対象とすると宣言し、思春期医療に取り組みはじめた
ところである。世界的には、18歳以下を小児科医の診療
範囲とするところがほとんどであり、思春期の性感染症
に関して参考とすべき点も多いが2－5）、一方で、日本の
実情に合わせた対応が不可欠である。
　一方、思春期は、自我の確立と社会性の獲得の過程で
あるとも言える5，6）。思春期こそが自立を完成させる最
後の機会である。性感染症対策は、子ども達の自立と一
体化されてはじめて完結される点を根底とされるべきで
ある。
　様々な性感染症における思春期の特徴などの各論は第
１部・第２部の各稿にゆずり、本稿では思春期に特有な
事項について総論的に解説したい。本稿の骨幹は、従来
のような大人が子ども達を指導する、ないしは与えると
の立場ではなく、子ども達が本来有する健康に成長する
権利を、大人達が保障するとの立場である7－10）。

　思春期の性感染症については、未解決・不確実の部分
が多く、本稿の内容が適切であるか否かを含め、今後さ
らに検討されるべきと思われ、本稿がそのきっかけとな
れば幸いである。

 子どもの自立と子どもの立場に立った医療 

　子ども達は早い段階から自我に目覚め、徐々に自立過
程へとはいる。すなわち、思春期とは自立の過程とも言
える。自立過程については様々な成書で述べられている
ので、本稿では米国小児科学会のガイドブックなどの参
照を推奨し、詳細は割愛したい5，6）。
　自立過程にある思春期の子ども達を診察するに当たっ
ては、子ども達の立場で考える習慣が必要となる。成人
の医療と同様の対応ではなく、思春期に則した対応が求
められる。その基本となるのが、子どもも個人として尊
重されねばならない（憲法第13条）ということであり、
その立場に立って子どもの権利を認めることである。子
ども達を上から指導するのではなく、子ども達は自身が
健康に育つ権利を有し、大人（社会）はそれを保証する
との意識を有するべく、発想を転換する必要がある。思
春期の臨床現場で遭遇する難解な事例においても、子ど
もの権利に立脚した対応が、解決策となることが多い。

 子どもの権利と自立：法律的立場を踏まえて 

１　子どもの権利条約

　「子どもの権利条約」は1989年に国連で採択され、日
本でも1994年に国会にて批准された。条約は批准され
ると、国内法としての効力が与えられ（憲法第98条２
項）、権利条約に定められた具体的な権利が法的権利と
して保障される。子どもの最善の利益が第一次的に考慮
され（第３条）、健康に成長する権利の保障と、その実施
に必要な医療上の援助が求められる（第24条）。親など
の保護者は子どもが健康に育つよう養育する責任を有
し、国もこの権利の実施のために保護者を援助しなけれ
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ばならないとされている（第18条）。

２　子どもの自己決定権と知る権利

　子どもは、自分に影響を与えるすべての事柄につい
て、自由に見解を表明する権利を有し（意志表明権）、そ
の見解は、年齢および成熟度に従い正当に重視されなけ
ればならない（子どもの権利条約第12条）。この規定に
より、子どもにも自己決定権が保障されたと理解されて
いる。性感染症医療では、この自己決定権と未成年者は
親権に服する（民法第818条１項）との制度の狭間で対
応に苦慮することも多いが、基本的には子どもの権利の
尊重が求められよう。しかし、年齢・自立の程度・疾患
の重症度・環境などの総合的判断が必要となり、各論に
ついては後述する。
　子ども達が自己決定権を行使するためには、正確な情
報およびそれへのアクセスが保証されねばならない（子
どもの権利条約第17条）。情報の中にはキーワードとな
る言葉が必要であるが、それにより成長する過程での自
然な理解が促進される。年齢または教育現場での事情な
どにより適切な言語が使用できない場合は、可能な限り
子ども達に分かる表現で情報を伝える努力が必要であ
る。大人の論理で情報が遮断されたり、装飾されるべき
ではない。詳細は文献９、10を参照されたい。

 未成年者の単独受診：自己決定権と親の内諾 

　未成年者の単独受診は、後日に親とのトラブルが発生
する可能性がある。年齢・疾患により多様な状況が想定
されるが、子ども達には基本的に自己決定権があり、最
終的には子ども達の意思に沿う形となる。米国では、性
感染症・妊娠・薬物中毒などでは当事者が最善の方法を
見つけることが公衆衛生学的にも望ましいとされ、未成
年者にも例外として自己決定権が法律上認められてい
る11，12）。しかし、本邦では未成年者の医療における自己
決定権者に関する基準となる法律や判例はなく、基本的
に親との連絡を勧め、それでも自己決定を行う場合は、
その過程をカルテに残しておく必要がある。以下に主要
事項について記載するが、自己決定権、親権などは法律
的な問題も含まれ、（表１）にまとめた。詳細は文献９、
10を参照されたい。

１　自己決定権

　思春期の子ども達の診療に当たり成人と大きく異なる
点として、親権者の存在がある。性感染症は親権者に相
談しにくい疾患であり、親には内緒にしておきたいとの
本人の意向がある場合、診療側はどの様に対応するのか
準備をしておく必要がある。
　未成年者は親権に服する（民法第818条１項）との民
法上の規定が、子ども達の自己決定権に影響するのでは
ないかとの懸念が常に存在する。しかし、「子どもの権利
条約」は、年齢と成熟度に応じて自己決定権を認め、子
どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきと定めて
おり、親権も子どもの利益を損なわないことが前提とさ
れることが求められている。個人情報保護法（第23条
１項）においても、守られるべき個人に年齢制限は無く、
また、第三者には親も含まれることから、原則として子
どもの医療情報を無断で親権者に提供すべきでなく、

思春期の性感染症／思春期の性感染症の特殊性

表１．未成年者の単独受診・親の内諾

民法（５条）：未成年者が診療契約をするには親の同意が
必要

民法（８２４条）：親権者は未成年者の診療契約をすることが
できる

　（ただし、これらは契約締結の問題であり、インフォーム
ドコンセントの同意の問題ではない）

医師法（１９条１項）：診療治療の求めがあった場合、医師
は正当事由がなければ拒否できないが、親の同意がない
ことが診療拒否の正当事由になるとは限らない。

子どもの権利条約（本文参照）：子どもの健全な成長の保
障、親はその責任あり。

個人情報保護法（２３条１項）：
　本人に同意なく個人情報を第三者に提供しない。
　（本人：未成年者を含む。第三者：親も含む。）
自己決定権（満１５歳以上）：代諾養子（民法７９７条）、遺言 
能力（民法９６１条）、義務教育の終了年限（学校教育法１７
条）、臓器提供の意思表明（健医発第１３２９号、平成９年
１０月８日）、遺伝子検査（厚労省などのガイドライン）
等が根拠。

　※満１５歳以上の子どもは、最終的には単独の同意で足り
るが、親の同意も求めるのが望ましい。

　※満１５歳未満の子どもは、未成年者の年齢、判断能力、
病態、予後、リスクなどを考慮して、医師の責任で子
どもを単独同意見者と解釈できることがある。親との
関係は重視するが、一律的対応はしない。



「児童の健全な育成のために必要がある場合」に該当す
ると判断する際には慎重な対応が求められよう（これに
該当する場合は、本人の同意がなくても、親権者に情報
を提供できる）。
　現実には患者の年齢・疾患の重篤性・治療行為の内
容・家庭環境・親の理解度・親子関係など様々な要因が
存在し、これらを総合的に考慮して判断されることにな
る。状況によっては、親への情報提供に温度差を付け、
場合によっては隠すべき点と伝える点の峻別も求められ
よう。しかし、基本となる子ども達の自己決定権を尊重
するとの立場の堅持は必要である。

２　年　齢

　子どもの権利条約においては、年齢に関係なく子ども
の人権を認めるべきとされているが、養子縁組・遺言・
臓器提供の意思表明・遺伝子検査などにおいては満15
歳以上から配慮された内容となっており、15歳以上
（「高校生以上」と考えてよいと思われる）についての自
己決定権は、原則堅持されるべきと思われる。日本にお
いては中学校までが義務教育となっており、この点から
も高校生以上で線を引くことは合理的と思われる。
　一方、15歳未満（中学生以下）においては、自己決定
権をそのまま認めることは、法整備のない本邦において
は困難な状況は存在する。イギリスには、16歳以上では
本人の有効な同意があれば親や後見人の同意は不要とす
る特別の医療同意年齢制度があるが、「親には子どもの
治療に対する同意権もあるが、子どもの福祉のために存
在しており、子どもの成長に伴って次第に小さくなり、
子どもが自分で決定できるだけの理解力と知能を備える
に至った場合は、親の権利は子どもの決定権に場所を譲
る」として、16歳未満でも同意能力が認められたギリッ
ク判決（1985年）があり13）、現時点での本邦における
医療者側の判断材料とされたい。
　医療判断は、思春期にある成人はもとより、大人にお
いても困難な場合が多く、子ども達が理解するのは困難
と安易に決めつけず、理解と納得を求める医療側の努力
を惜しむべきではないと考える。
　しかし、自立過程には個人差があり、一律に年齢で判
断できない点は存在する。かかりつけの患者であれば、
判断も可能となろうが、初診患者においてはいそがしい
医療の中で判断を下すのは困難であろう。家庭環境など

も含め、患者には複数回の受診を求め、看護師・カウン
セラーなどチーム診療体制の整備が求められる。

３　疾患の重篤性

　多くの性感染症において、検査・治療に関わる危険性
は基本的には高くはなく、自己決定権に影響を及ぼすこ
とは少ない。例外については私見を述べ今後の検討課題
としたいが、基本的には個々の疾患において検討される
ことになる。通常の採血・培養・皮膚生検などの診断手
技、通常の抗菌療法でのリスクは少ないが、神経梅毒な
どにおける脊髄穿刺、肛門・直腸などの不潔部位・深部
組織の生検などの検査、肝周囲炎・骨盤内感染症などの
重症例の治療では一定のリスクが生ずる可能性があり、
親権者との連絡が必要とされる場合が多くなると推察さ
れる。
　例外としてHIV感染がある。治療による合併症への危
惧以上に高額医療（月に20万円程度）により、医療保
険の被扶養者との立場から扶養者との連携が不可欠とな
る例がある。以下の保険診療の項を参照されたい。

４　親子関係

　実際には良好な親子関係が基本的に保たれている例は
多く、基本的には年齢・疾患に関わらず親との連携の必
要性を十分に伝えるべきである。その過程から真の親子
関係・家庭環境が見えてくることがあり、安易に子ども
達の主張に迎合すべきではないと思われる。本人が思っ
ている以上に親は本人の味方となってくれる可能性を伝
える。両親に伝えられない場合であっても、片親だけに
でも伝えられる例も多い。
　親子関係が不十分な場合は、医療機関のみでの対応に
限界があり、学校・保健所・地域などの公共機関との連
携が必要となろう。

 保険診療 

　保険診療を行うと、稀な例（保険担当者が親の場合）
を除き扶養者に病名までは伝わることはないが、少なく
とも医療機関名、金額が知られることになる。それを避
けようとすると全額自己負担となり、医療機関を避ける
原因ともなる。微妙な親子関係が存在する中で、一律に
扶養者に通知することは避けるべきであり、個々のケー
スでの対応が求められる。親が納得する差し障りのない
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仮の病名を保険病名とは別に伝える必要もあろう。思春
期の性感染症医療の無料化が最善の方策と思われ、関連
機関の一致した運動が求められる。
　親に伝える仮の病名は、医療者側が用意してあげる必
要がある。患者独自の個人判断で安易な病名を親に伝え
ると、近年のインターネットの普及により矛盾が生じ、
嘘が判明することがある。溶連菌感染症は抗菌剤を使用
し、除菌の確認・腎炎のフォローのため数回の受診が必
要となるなどから、軽症例では有用であろう。伝染性単
核症は、時に重症となるなど病態が多様であり臨機応変
な説明が可能となる。結論として、医療知識の乏しい個
人に任せるのではなく、医療費・通院回数に見合う合理
的な病名・病態を提示してあげる必要がある。
　稀な例として保険病名を扶養者が知った場合に対して
も、保険病名後に上記の仮の病名が明らかになったと、
直接親に説明するなどのフォローを可能な限り行う旨を
伝えることにより、基本的に保険診療を勧めることが可
能であろう。
　昨年度より、本人の請求により医療費明細書の交付が
義務化された。大規模病院では本人確認が不十分のまま
明細書が家族に渡される場合も想定され、今まで以上の
配慮が必要となろう。

 パートナー検診とカウンセリング 

　思春期の特徴として、パートナーは、友人、クラブの
先輩・後輩など連絡のとれる相手であることが多く、
パートナー検診がやりやすい面でもある。しかし、一方
でパートナーに打ち明けにくいとの面もある。したがっ
て、医療現場でのカウンセリングの重要性と同時に、養
護教諭など教育関係者との連携による個別の指導も重要
となろう。この段階での対応が出来ないと、パートナー
は不特定の、以前より離れた対象へと拡大していく。
　パートナー検診は、単にパートナーへの対応ではな
く、本人への啓発を兼ねている点を強調したい。性感染
症罹患者は、他の性感染症を含めて今後の再感染のハイ
リスク者であり、カウンセリングが最も有効な対象者で
ある14，15）。同一の行動を続けることにより、今回は陰性
であった感染に罹患するリスクについても伝え、行動変
容につなげる必要がある。

 

　性感染症関連のワクチンとして現在推奨されるもの
は、HPV（human papillomavirus）ワクチンとHB
（hepatitis B）ワクチンである。少なくとも性感染症を
呈して来院した未接種患者には、両者のワクチン接種を
強く勧めるべきである。しかし、本邦ではワクチン代は
無料ではなく、HPVワクチンで約５万円、HBワクチン
で約1.5万円程度（自由診療のため医療機関で異なる）
と高額であり、保険は使用できず全て自己負担となる。
公費補助を強く望みたい。
　詳細は別項で述べられるが、本項では思春期の立場か
ら論ずる。今後様々なガイドラインが示されると思われ
るが、本項ではその趣旨から参考文献として日本思春期
学会の啓発冊子を提示するので、詳細はそちらを参照さ
れたい16）。

１　HPVワクチン

　HPVワクチンは、思春期の子ども達を主たる対象と
する初めてのワクチンである。インフルエンザウイルス
ワクチンおよび一部の追加接種されるワクチンを除き、
ほとんどが乳幼児対象であるため、インフォームド・コ
ンセントは親が対象とされている。しかし、HPVワクチ
ンの主たる対象である小学校５、６年生～中学１年生は
すでに自身の健康について考える力を有するがゆえに、
この年代の子ども達もインフォームド・コンセントの対
象とされるべきである。
　しかし、現状では本人への説明と同意は不十分であ
り、メーカーが用意した説明文は難解であり、同意書も
本人からの同意が必須とはされていない。何歳から本人
の同意が必要であるかは明確ではないが、少なくとも
HPVワクチン接種対象である小学校５年生以上では不
可欠であろう。
　本人への説明は、単にワクチン接種に必要とされるの
ではなく、HPV感染の意味を知るきっかけとなり、しい
ては性感染症予防全般にも連なる重要な意味を有する。
しかし、現在の教科書では中学校では性感染症の語句が
登場するが、小学校では記載されていない。したがって、
小学生に対しては性感染症の説明は困難であり、HPV
の説明にとどめざるを得ない。もっとも、医療現場での

思春期のワクチン接種：
インフォームド・コンセント
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個別の対応は困難であり、メーカーと連携し思春期の子
ども達に則したインフォームド・コンセントの作成とそ
の履行を模索することとなろう。

２　HBワクチン

　HPVワクチンの啓発が今後ますます活発となる中で、
HBワクチンの啓発が不十分となる可能性が危惧され
る。世界的にはすでに全ての子ども達が対象とされてい
るが、本邦においては残念ながら多くの子ども達が未接
種のままである。したがって、思春期の子ども達、少な
くとも性感染症で来院された子ども達への接種が促進さ
れるべきである。HIV感染者では肝炎を契機として診断
される例が多いが、それ以上にHBs抗原陰性・抗体陽
性の既感染者（多くは不顕感染者）が多く存在し、性感
染症としてのHB感染の拡大が懸念される。
　性感染症既往者におけるワクチン接種に際しては、
HBs抗原検査のみならず、HBs抗体（必要によりHBc
抗体）検査が必要となる。

３　インフォームド・コンセント

ａ）一般外来での接種
　高校生以上では、親の同伴は必要なく、インフォーム
ド・コンセントも本人のみでもよく、署名も本人のみで
よいであろう。しかし、親の了解については確認し、得
られていない場合は可能な限り親の了解も得る努力はす
べきである。本人の意思のみで接種される場合は、その
旨をカルテに記載しておく必要がある。
　中学生以下の場合は、原則として親の同伴および本人
と親の両者の署名が必要であろう。これについては異
なった意見もあろうと思われるが、本邦での思春期での
ワクチン接種の歴史が浅いため、当面の方針として提示
し、今後の課題としたい。
　親の了解・同意を求めることは、親・社会への性感染
症予防の啓発にもつながる利点も有し、この機会を積極
的に利用すべきである。

ｂ）性感染症患者への接種
　高校生以上または親への連絡が可能となった子ども達
に対しては、上記の一般外来と同様となる。単独受診を
希望する中学生以下の子ども達に対しては、今回の受診
が一段落した段階で、ワクチン接種のみを目的とした受

診を勧める。ワクチン接種を推奨する一般的なパンフ
レットを渡し、親の同伴のもとでの来院となる。この場
合は、過去の性感染症罹患歴が分からなくする配慮が必
要である。

 性感染症教育 

　性感染症は、生活習慣・生活態度に関係し、個々の意
識により感染リスクの低下が可能となる反面、行動変容
が出来なければ再発・新規感染を繰り返すことになる。
特に不特定多数との性交渉、コンドームによるリスク回
避等についての教育が求められる。従って臨床現場にお
ける性感染症教育は、思春期に関わらず全ての年齢層に
おいて重要となる。
　性感染症教育は、自身のみならず、パートナー・将来
の自分たちの子ども達の健康にも関係することを含め、
命の大切さ・他者への思いやり等広義の性養育にもつな
がる。その中には、LGBT；女性同性愛者（Lesbian）、
男性同性愛者（Gay）、両性愛者（Bisexual）、性同一性
障害（Transgender）に関する教育も含まれるが、本
項では紙面の関係で割愛する。次回改訂版の中で、特別
な対象者として、妊婦・刑務所入所者・ドラッグユー
ザー等も加えて、別項として解説されることを期待す
る。
　特にMSM（men who have sex with men）に関し
ては、性感染症の特殊性として、粘膜損傷・出血を来し
しやすい肛門性交、不特定多数との性交等による感染リ
スクの増加が特徴であり、詳細な記述が求められる。

 日本小児科学会からの提言 

　日本小児科学会から、思春期の性感染症に関連した提
言が公開された17）。抜粋を（表２）にまとめた。社会向
けと日本小児科学会向けより成っている。筆者も提言に
関与したが、その中では、思春期の性交渉は基本的に勧
められないとされている。相互の同意のもとでの愛情の
ある性行為であっても、自身・パートナー・次世代の子
どもの健康、さらには両親など周囲への影響に対し責任
をとれない時期では、性交渉以外での交際を考えること
を教える必要がある。また、性交渉を倫理的側面で捉え
るのではなく、待ったなしの健康被害の面から捉える必
要がある。世界的には性交渉を遅らせる教育の重要性が
増している。自己肯定、将来への希望をもてる教育がそ
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のキーワードとのことである。
　しかし、実際には様々な状況があり、それらへの対処
法を教える健康教育もやはり不可欠である。避妊・性感
染症予防法、緊急避妊法、性交渉を求める相手への断り
方、性感染症の実態、相談場所など伝えなければならな
い点は多くある。
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表２．日本小児科学会「性に関する提言」のキーワード

思春期の子どもたちの性交渉：
　原則勧められるべきではない
責任：自身・パートナー・子どもの健康
健康被害：妊娠や性感染症の教育
現状把握：実態調査
情報氾濫への対応：
　メディア、インターネット、出会い系サイト　等
思春期医学の臨床を担う医療従事者の育成
思春期の子どもたちの性や妊娠の問題に関する公的機関の
整備。

文献１７より



―性感染症サーベイランス―

発生動向調査

第４部



１．はじめに

　1987年以降性病予防法に加えて実施されてきた感染
症発生動向調査事業は1999年４月の感染症法（感染症
の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律）
施行後、法に基づく感染症発生動向調査に変わり、以降、
後天性免疫不全症候群、梅毒などが全数報告、性器クラ
ミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コン
ジローマ、淋菌感染症の報告が定点報告としてサーベイ
ランスが続けられている。広義にはアメーバ赤痢、ウイ
ルス性肝炎など多くの疾患が性感染症に含まれ、感染症
発生動向調査でも対象疾患に含まれているが、ここでは
全数把握疾患としての梅毒と後天性免疫不全症候群、お
よび定点把握疾患の４疾病（性器クラミジア感染症、性
器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感
染症）についての最近の動向を紹介する。

２．感染症発生動向調査について

　各感染症の報告は感染症法で以下のように定められて
いる。届出基準の詳細は、厚生労働省ホームページを参
照〔本書第5部・資料〕。（http://www.mhlw.go.jp/bu 
nya/kenkou/kekkaku繰kansenshou11/01.html）

全数把握対象疾患
　診断した医師が、性別・年齢・症状・検査方法・感染
経路・感染地等の届出事項を７日以内に管轄保健所へ届
け出る。基本的に感染症法による届け出は有症状の疾患
が対象だが、無症候病原体保有者の感染伝播への関与を
鑑み、梅毒、後天性免疫不全症候群ともに無症状病原体
保有者が報告対象に含まれている。また、先天梅毒は別
途基準が設けられている。

定点把握対象疾患
　性感染症定点は自治体毎に産婦人科、産科、婦人科、
性感染症と組み合わせた診療科名とする診療科、泌尿器

科、皮膚科を標榜する医療機関を指定することとされて
おり、その数は、保健所地域ごとに、管内人口～7.5万
人までは０（ゼロ）、管内人口7.5万人～では１＋（人口
繰7.5万人）/13万人とされている。これら性感染症定点
医療機関は、月毎の各疾患の性別、年齢群別（０歳、１繰４
歳、以降69歳まで５歳間隔、70歳以上）の人数を管轄
の保健所へ届け出ることになっている。性感染症定点医
療機関は全国で約1,000ヶ所が指定されている（2015
年12月時点で977：産婦人科・産科・婦人科477、泌
尿器科404、皮膚科88、性病科８）（表１）。
　報告対象は性器クラミジア感染症は原則症状があり抗
原・遺伝子検査で病原体が分離･同定された症例、性器
ヘルペスウイルス感染症は臨床診断され再発ではないと
考えられた症例、尖圭コンジローマは臨床診断された症
例、淋菌感染症は臨床的に淋菌感染症が疑われ、かつ抗
原･遺伝子検査で病原体が分離･同定された症例となって
いる。なお、定点報告は定点医療機関における月毎の報
告数であり、個々の報告ではなく重複報告が許されてい
るため、繰り返す罹患もそれぞれ報告数に加えられる。
　全数把握性感染症のデータは随時、定点把握性感染症
のデータは月毎に各保健所から厚生労働省の感染症サー
ベイランスシステム（NESID）へ送られている。データ
は都道府県毎および国立感染症研究所感染症疫学セン
ターで解析され、後者の暫定解析結果は感染症発生動 
向調査週報（Infectious Diseases Weekly Report：
IDWR）に掲載しホームページ上で公開している（http: 
//www.nih.go.jp/niid/ja/idwr.html）。暫定解析結果
は報告後に届出自治体によりしばしば修正が加えられる
が、国立感染症研究所感染症疫学センターが年1回デー
タを確定して集計した年報をホームページ上で公開して
いる（http://www.nih.go.jp/niid/ja/survei/2270繰id 
wr/nenpou/6139繰idwr繰nenpo2014.html）。
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表１　感染症発生動向調査における都道府県別性感染症定点数、１９９９～２０１５年

総計性病科皮膚科泌尿器科産婦人科・
産科・婦人科都道府県

４２１２１９２０北海道
１３１７５青森県
１５４１１岩手県
１７８９宮城県
１４６８秋田県
１０２８山形県
１５８７福島県
２２３７１２茨城県
１７１７９栃木県
２４１１１１２群馬県
５６３２１３２埼玉県
４３９１１２３千葉県
５４６２０２８東京都
５９１６３３１９神奈川県
１５３６６新潟県
１０１４５富山県
１０１５４石川県
５３２福井県
９２７山梨県
１４２４８長野県
１５３９３岐阜県
３１２９２０静岡県
６５６３３２６愛知県
１７４５８三重県
９５４滋賀県
２３６４１３京都府
６６４１０２６２６大阪府
４６１２１２４兵庫県
９５４奈良県
８２２４和歌山県
７３４鳥取県
６３３島根県
１７３１４岡山県
２３１１５７広島県
１２２４６山口県
６３３徳島県
１５７８香川県
１１３６２愛媛県
６３３高知県
３７４１３２０福岡県
７３４佐賀県
１０４６長崎県
１６１０６熊本県
１０１１３５大分県
１３１２４６宮崎県
１６１１０５鹿児島県
１２１３８沖縄県
９７７８８８４０４４７７総計



３．梅毒、後天性免疫不全症候群の最近の動向

梅　毒
１）報告数推移（図１、２、３）
　梅毒の総報告数は、2000年以降減少していたが、
2004年に増加に転じ、2009～2010年の減少を挟んで
再び増加し、2015年は2,692例で2000年以降最も多
かった。2011年以降の増加は男女ともに認められてお
り、2015年は男性では1,930例、女性では762例で、
どちらも2000年以降最も多かった。特に2014年以降
は女性での報告数増加が顕著である（男女比（報告数の
男性/女性）：2013年4.2、2014年3.4、2015年2.5）。
なお、2015年の人口10万当たり報告数は2.12（男性
3.13、女性1.17）であった。
２）病型分布（図１、２）
　2015年の病型別報告数は、無症候832例（31％）、
早期顕症Ⅰ期788例（29％）、早期顕症Ⅱ期968例（36
 ％）、晩期顕症91例（３％）、先天梅毒13例であり、
2011年以降の増加は早期梅毒と無症候が中心であっ

た。男女別に2015年の報告をみると、男性では無症候
510例（31％）、早期顕症Ⅰ期671例（35％）、早期顕
症Ⅱ期664例（34％）、晩期顕症81例（４％）であり、
女性では無症候322例（42％）、早期顕症Ⅰ期177例
（15％）、早期顕症Ⅱ期304例（40％）、晩期顕症10例
（１％）であった。
３）年齢群別報告数の推移（図４）
　報告数は、男性では40～44歳の報告が最も多く、近
年15～65歳の幅広い年齢で増加しており、特に30～
40歳代の増加が目立っていた。女性では20～24歳が
2015年の報告数が最も多くかつ2014年以降最も増加
していた。
４）感染経路（図５、６）
　男性では2015年の感染経路が報告されていた1,739
例（全体の90％）の中で1,722例（99％）が性的接触
であり、内訳は同性間584例（性的接触による1,722
例の34％）、異性間839例（同49％）、異性間/同性間
12例（同１％）、性的接触の詳細不明287例（同17％）
であった。2008年以降、男性の同性間性的接触による
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図１　梅毒報告数の推移、２０００～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）
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図２　梅毒の男女別報告数の推移、２００４～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）

男性

女性
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図３　梅毒の人口１０万当たり報告数の推移、２００１～２０１５年
２０１６年２月１０日現在の感染症発生動向調査と人口動態統計（毎年１０月１日基準）を使用
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）

図４　梅毒の年齢群別報告数の推移、２００６～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）

男性 女性
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図５　梅毒の感染経路別報告数の推移、１９９９～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋、改変）

男性

女性
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図６　梅毒の年齢群別感染経路分布、２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）

注）年齢不明の男性1名は除外

男性　n=１９２９

女性　n=７６２
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感染が増加し、2011年には異性間性的接触による報告
の増加を認め、2015年には異性間性的接触による感染
が同性間性的接触による感染を上回った。
　女性では2015年の感染経路が報告されていた677例
（全体の88％）の中で664例（98％）が性的接触であ
り、内訳は異性間554例（性的接触による664例の83
 ％）、同性間5例（同１％）、性的接触の詳細不明103例
（同16％）であった。2014年以降、女性の異性間性的
接触が急増していた。
　母子感染による先天梅毒は2000年以降３繰13例報告
されていた（成人での“先天梅毒”の報告を除く）。な
お、梅毒母子感染には梅毒による死産が含まれるが、感
染症発生動向調査では死産は報告対象に含まれていな
い。
５）都道府県別報告数
　2015年の報告数は東京都1,055例、大阪府324例、
神奈川県165例、愛知県122例で多かった。2011年以
降の増加は大都市からの報告が中心となっている（2014
年から2015年にかけて東京都は2.1倍、大阪府では1.3
倍、愛知県で1.1倍、神奈川県で1.6倍増加）。

後天性免疫不全症候群（Acquired immune deficiency 
syndrome：AIDS）
１）報告数（図７）
　2014年の新規報告数は、Human immunodefi-
ciency virus（HIV）感染者およびAIDS患者を合わせ
て1,546例であり、新規報告数に占めるAIDS患者の割
合は29％で近年30％前後で推移している。なお、AIDS
患者報告とは、診断時点で既にAIDS指標疾患を発症し
ていたHIV感染者の報告である。新規HIV感染者報告数
は2008年（1,126例）をピークとしてほぼ横ばいで推
移している。
２）国籍・性別（図８、９）
　2014年のHIV感染者報告数（1,091例）の国籍と性
別を見ると、日本国籍例が994例（全体の91％）で、
このうち男性が959例（日本国籍例の96％）と大半を
占めており、女性は35例（同４％）であった。外国国
籍例は97例（全体の９％）で、このうち男性が82例
（外国国籍例の85％）、女性が15例（同15％）であっ
た。大半を占める日本国籍男性HIV感染者報告数は
2007年以降横ばいが続いている。

サーベイランス／発生動向調査から見た性感染症の最近の動向

図７　新規HIV感染者およびAIDS患者報告数の年次推移、１９８５～２０１４年
（厚生労働省エイズ動向委員会：平成２６（２０１４）年エイズ発生動向年報より抜粋）
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図９　新規AIDS患者報告数の国籍別、性別年次数推移、１９８５～２０１４年
（厚生労働省エイズ動向委員会：平成２６（２０１４）年エイズ発生動向年報より抜粋）

図８　新規HIV感染者報告数の国籍別、性別年次数推移、１９８５～２０１４年
（厚生労働省エイズ動向委員会：平成２６（２０１４）年エイズ発生動向年報より抜粋）
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　2014年のAIDS患者報告数（455例）の国籍と性別
を見ると、日本国籍例が422例（全体の93％）で、こ
のうち男性が409例（日本国籍例の97％）と大半を占
めており、女性は13例（同３％）であった。外国国籍
例は33例（全体の７％）で、このうち男性が26例（外
国国籍例の79％）、女性は７例（同21％）であった。大
半を占める日本国籍男性AIDS患者報告数は2010年以
降横ばいが続いている。
３）年齢群別報告数の推移
　新規HIV感染者の報告は20～40歳代に集中（86％）
している。新規HIV感染者報告数は2008年以降横ばい
であるにも関わらず、罹患率を見ると20歳代で増加し
ていることに注意が必要である（図１０）。AIDS患者では
20歳以上に幅広く分布し、特に30歳代、40歳代に多
い傾向が続いている。
４）新規HIV感染者の感染経路
　2014年のHIV感染者報告例の感染経路は、異性間性
的接触が179例（16％）、同性間性的接触が789例

（72％）で、性的接触による感染が合わせて968例
（89％）と大半を占めた。全体の大半を占める日本国籍
男性例（959例）では、同性間性的接触による感染が736
例（77％）、異性間性的接触が126例（13％）であった
（図１１）。男性同性間の性的接触による感染者数は、
2007年以降ほぼ横ばいの推移である。日本国籍女性は、
大半が異性間性的接触による。日本国籍のHIV感染者の
静注薬物使用による感染は2001年以降毎年１繰５例の
報告が続いていた。母子感染例は稀であるが2013年、
2014年と各１例報告を認めた。
５）新規HIV感染者の推定感染地域および報告地
　新規HIV感染者の推定感染地域は、951例（87％）
が国内感染であり、日本国籍例（994例）では901例
（91％）が国内感染であった。
　新規HIV感染者の推定報告地は、東京都を含む関東・
甲信越からの報告が多く、2014年の報告では581例
（53％）と過半数を占めていた。

サーベイランス／発生動向調査から見た性感染症の最近の動向

図１０　年齢階級別新規HIV感染者罹患率の年次推移、２０００～２０１４年
（厚生労働省エイズ動向委員会：平成２６（２０１４）年エイズ発生動向年報より抜粋）



４．性感染症定点把握疾患の最近の動向

１）定点あたり報告数の推移（図１２、１３）
　性器クラミジア感染症は男女ともに2003年に減少に
転じ、2011年以降男性では概ね横ばい、女性では微減
している。また性器クラミジア感染症は５繰10月に多い
傾向にある。性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに
2009年を最小に横ばいの状況である。尖圭コンジロー
マは2006年以降女性では減少傾向だが、男性では
2012以降微増している。淋菌感染症は2002～2003年
以降男女ともに減少していたが2008年以降下がり止
まっている。なお、定点把握疾患の報告数の男女比は、
定点設定に大きく影響されるため、解釈が困難である。
２）年齢分布（図１４）
性器クラミジア感染症
　2015年は男性と比べ女性の年齢分布の方が若く、男
性は25～29歳、女性は20～24歳の報告が最も多かっ
た。この傾向は過去5年間変化がない。15～19歳では、
男女共に2013年以降減少傾向であった。
性器ヘルペスウイルス感染症
　2015年は男性と比べ女性の年齢分布の方が若く、男
性は30歳代の報告が最も多いのに対して、女性は20歳
代が多かった。この傾向は過去5年間変化がない。

尖圭コンジローマ
　2015年は男性と比べ女性の年齢分布の方が若かっ
た。男性は30～34歳の報告が最も多いのに対して、女
性は20～24歳の報告が最も多かった。男性は近年多く
の年齢群で微増しているが、女性は若干減少傾向であ
る。15～19歳においては、男女共に2013年以降微減
している。
淋菌感染症
　2015年は男女ともに20歳代の報告が最も多かった。
近年多くの年齢群で男女ともに横ばい・微減に転じてい
る。 
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図１１　日本国籍男性の新規HIV 感染者報告数の感染経路別年次推移（静注薬物使用、母子感染、その他は除く）
（厚生労働省エイズ動向委員会：平成２６（２０１４）年エイズ発生動向年報より抜粋）
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図１２　性感染症定点把握４疾患の定点当たり報告数の月次推移、１９８７～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）
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図１３　性感染症定点把握４疾患の定点当たり報告数の年次推移、２０００～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）
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図１４　性感染症定点把握４疾患の年齢別定点当たり報告数の年次推移、２０００～２０１５年
（厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究」（研究代表者　荒川創一） 
より抜粋）
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性器ヘルペスウイルス感染症

男性
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尖圭コンジローマ

男性

女性
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５．おわりに

　梅毒は2011年以降の男性と性交する男性（Men 
who have sex with men：MSM）での増加に続いて
2014年以降はヘテロセクシャルな男女の間でも増加し
てきている。この増加は早期梅毒患者での増加が中心で
あり、今現在の流行を示している。特に女性における梅
毒増加から今後先天梅毒の増加が懸念される。
　現在の感染症発生動向調査では他疾患との合併（後天
性免疫不全症候群）や繰り返す罹患の情報が集められて
いないが、ハイリスクな集団（MSMの中で繰り返し罹
患している集団など）の同定とその集団への予防対策、
一般の人々への予防対策（早期診断、パートナー検診な
ど）、注意深い発生動向の監視が重要である。
　後天性免疫不全症候群の報告総数は近年横ばいであ
り、依然MSMが流行の中心である。しかし一部の年齢
群、特に若年者では罹患率が増加している。また報告数
のピークであった2008年を境に検査件数も減少してお
り、報告数の減少がそのまま罹患患者の減少を示してい
るとは必ずしもいえない状況である。性的デビューをす
る前後の性教育（性的少数者に関する情報を含む）、
MSMへの継続した予防対策（パートナー検診など）、注
意深い発生動向の監視が重要である。
　これらの全数届出対象疾患は一例一例の報告が重要で
あり、診断した医師はこの重要性を認識し、保健所への
届出を徹底してほしい。
　性器クラミジア感染症と淋菌感染症の定点当たり報告
数は、男女ともに2002～2003年以降減少していたが

その後下がり止っている。これは若年人口の減少の影響
も受けている可能性があり、各年齢群の罹患率の推移を
注意深く追っていく必要がある。性器へルペスウイルス
感染症は近年横ばいであるが、初発例か再発かの区別が
臨床上も困難であり、感染症発生動向調査結果の解釈が
難しい。尖圭コンジローマは、近年女性で減少傾向だが
４価HPVワクチンの導入との関係を今後確認していく
必要がある。
　これらの定点把握疾患は定点設定の問題などから解釈
に課題があるが、トレンドの把握が可能である。トレン
ドの変化を的確に捉え、変化が認められたときにはその
原因を探る質的な研究を行うことが重要である。また、
検査数、陽性率の推移等の情報と合わせて解釈するのが
今後重要であると考えられる。

 
１） 国立感染症研究所感染症疫学センターホームページ http:// 

www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

２） 砂川富正，山岸拓也，有馬雄三，高橋琢理，加納和彦，石金正

裕，金井瑞恵，加藤博史，安藤美恵：厚生労働科学研究費補助

金（新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業）「性感

染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関す

る研究」（研究代表者：荒川創一）平成26年度分担研究報告

書「感染症発生動向調査から見たわが国のSTDの動向，

2015」

３） 厚生労働省エイズ動向委員会平成26（2014）年エイズ発生動

向年報　http://api-net.jfap.or.jp/status/2014/14nenpo/ 

14nenpo_menu.html
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資　料

第５部



○平成24年厚生労働省告示第19号
　感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する
法律（平成10年法律第114号）第11条第1項の規定
に基づき、性感染症に関する特定感染症予防指針（平成
12年厚生省告示第15号）の一部を次のように改正する。
 平成24〔2012〕年1月19日
 厚生労働大臣　小宮山洋子
〔注：この告示はその前の予防指針〈平成12年告示第

19号＝当学会ガイドライン2011の144頁〉を
一部を改正する方式なので、以下では改正後の告
示に読み替えて全文を掲出した。改正箇所の概要
については、後掲の「予防指針の一部改正につい
て」と題する結核感染課長通知に詳しい。なお、
本告示の官報5720号はたて書きなので、よこ書
きに際し年月日、法令の号数などの和数字を洋数
字に変換してある。〕

　性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染
症、 尖  圭 コンジローマ、梅毒及び 淋 菌感染症（以下「性

せん けい りん

感染症」という。）は、性器、口腔等による性的な接触
（以下「性的接触」という。）を介して感染するとの特質
を共通に有し性的接触により誰もが感染する可能性があ
る感染症であり、生殖年齢にある男女を中心とした大き
な健康問題である。性感染症は、感染しても無症状であ
ることが多く、また、尿道炎、帯下の増量、皮膚粘膜症
状、咽頭の違和感等の比較的軽い症状にとどまる場合も
あるため、感染した者が、治療を怠りやすいという特性
を有する。このため、不妊等の後遺障害や生殖器がんが
発生し、又は後天性免疫不全症候群に感染しやすくなる
等性感染症の疾患ごとに発生する様々な重篤な合併症を
もたらすことが問題点として指摘されている。特に、生
殖年齢にある女性が性感染症に 罹 患した場合には、母子

り

感染による次世代への影響があり得ることが問題点と
なっている。
　また、性感染症は、患者等（患者及び無症状病原体保
有者をいう。以下同じ。）が、自覚症状がある場合でも医
療機関に受診しないことがあるため、感染の実態を把握

することが困難であり、感染の実態を過小評価してしま
うおそれがあること、また、性的接触を介して感染する
ため、個人情報の保護への配慮が特に必要であること等
の特徴を有することから、公衆衛生対策上、特別な配慮
が必要な疾患である。
　さらに、性感染症を取り巻く近年の状況としては、感
染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律
（平成10年法律第114号。以下「法」という。）第14
条の規定に基づく発生動向の調査により把握される報告
数は全体的には減少の傾向が見られるものの、引き続き
十代の半ばごろから二十代にかけての年齢層（以下「若
年層」という。）における発生の割合が高いことや、性行
動の多様化により咽頭感染等の増加が指摘されているこ
とから、これらを踏まえた上で、性感染症対策を進めて
いくことが重要である。
　性感染症は、早期発見及び早期治療により治癒、重症
化の防止又は感染の拡大防止が可能な疾患であり、性感
染症の予防には、正しい知識とそれに基づく注意深い行
動が重要である。このため、性感染症に対する予防対策
としては、感染する又は感染を広げる可能性がある者へ
の普及啓発及び性感染症の予防を支援する環境づくりが
重要である。特に、若年層を対象とした予防対策を重点
的に推進していく必要があるため、学校等と連携してい
く必要がある。また、後天性免疫不全症候群と性感染症
は、感染経路、発生の予防方法、まん延の防止対策等に
おいて関連が深いため、正しい知識の普及等の対策につ
いて、本指針に基づく対策と後天性免疫不全症候群に関
する特定感染症予防指針（平成24年厚生労働省告示第
21号）に基づく対策との連携を図ることが必要である。
　本指針は、このような認識の下に、法の施行に伴う性
病予防法（昭和23年法律第167号）の廃止後も、総合
的に予防のための施策を推進する必要がある性感染症に
ついて、国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者、
当事者支援団体を含む非営利組織及び非政府組織（以下
「NGO等」という。）等が連携して取り組んでいくべき
課題について、発生の予防及びまん延の防止、良質かつ
適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から新た
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な取組の方向性を示すことを目的とする。
　また、本指針の対象である性器クラミジア感染症、性
器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及
び淋菌感染症のほかにも、性的接触を介して感染するこ
とがある感染症は、後天性免疫不全症候群、Ｂ型肝炎を
含め多数あることに留意する必要があり、本指針に基づ
く予防対策は、これらの感染症の抑制にも資するものと
期待される。
　なお、本指針については、性感染症の発生動向、性感
染症の検査、治療等に関する科学的知見、本指針の進捗
状況の評価等を勘案して、少なくとも５年ごとに再検討
を加え、必要があると認めるときは、これを変更してい
くものである。

第１　原因の究明

１　基本的考え方
　性感染症の発生動向の調査における課題は、病原体に
感染していても無症状であることが多く、また、自覚症
状があっても医療機関に受診しないこと等があるため、
その感染の実態を正確に把握することが困難なことであ
る。そのため、性感染症の疫学的特徴を踏まえた対策を
推進すること等を目的として、その発生動向を慎重に把
握していく必要があることから、法に基づく発生動向の
調査を基本としながら、患者調査等の他の調査等を活用
するとともに、無症状病原体保有者の存在を考慮し、必
要な調査等を追加的に実施し、発生動向を総合的に分析
していくことが重要である。
　また、国及び都道府県等（都道府県、保健所を設置す
る市及び特別区をいう。以下同じ。）は、個人情報の保護
に配慮しつつ、収集された発生動向に関する情報と分析
結果について、必要とする者に対し、広く公開及び提供
を行っていくことが重要である。

２　発生動向の調査の活用
　法に基づく発生動向の調査については、引き続き、届
出の徹底等その改善及び充実を図り、調査の結果を基本
的な情報として活用していくものとする。特に、法第14
条の規定に基づき、指定届出機関からの届出によって発
生の状況を把握することとされている性器クラミジア感
染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ
及び淋菌感染症については、国は、これら四つの感染症

の発生動向を的確に反映できるよう、発生動向調査の結
果を踏まえた指定届出機関の指定の基準（定点選定法）
をより具体的に示すとともに、指定の状況を適宜確認し
て、発生動向調査の改善を図るものとする。都道府県は、
性別、年齢階級別など、対策に必要な性感染症の発生動
向を把握できるように、かつ、関係機関、関係学会、関
係団体等と連携し、地域における対策に活用するため、
十万人当たりの患者数のように地域によって偏りがない
ように留意して、指定届出機関を指定するものとする。

３　発生動向の調査等の結果の公開及び提供の強化
　国及び都道府県等は、収集された調査の結果やその分
析に関する情報を経年的な変化が分かるような図表に編
集する等国民が理解しやすいよう加工した上で、印刷
物、インターネット等の多様な媒体を通じて、これを必
要とする者に対して、広く公開及び提供を行っていくこ
とが重要である。

第２　発生の予防及びまん延の防止

１　基本的考え方
　国及び都道府県等は、性感染症の罹患率を減少傾向へ
導くための施策の目標を設定し、正しい知識の普及啓発
及び性感染症の予防を支援する環境づくりを中心とした
予防対策を行うことが重要である。特に、性感染症の予
防方法としてのコンドームの使用、予防接種並びに検査
や医療の積極的な受診による早期発見及び早期治療が性
感染症の発生の予防及びまん延の防止に有効であると
いった情報、性感染症の発生動向に関する情報等を提供
していくとともに、検査や医療を受けやすい環境づくり
を進めていくことが重要である。
　また、普及啓発は、一人一人が自分の身体を守るため
に必要とする情報を分かりやすい内容と効果的な媒体に
より提供することを通じ、各個人の行動を性感染症に罹
患する危険性の低いもの又はないものに変化する行動変
容の促進を意図して行うものである必要がある。
　さらに、一般的な普及啓発の実施に加え、若年層を中
心とした普及啓発を実施するとともに、実施に当たって
は、対象者の実情に応じて、普及啓発の内容や方法に配
慮することが重要である。このため、国及び都道府県等
は相談や指導の充実を図り、よりきめ細かい普及啓発を
実現していくことが必要である。

資料　１ ／性感染症に関する特定感染症予防指針



２　コンドームの予防効果に関する普及啓発
　コンドームは、性感染症の原因となる性器及び口腔粘
膜等の直接接触を妨げる物理的障壁として、性感染症の
予防に対する確実かつ基本的な効果を有するものである
が、その効果とともに、コンドームだけでは防ぐことが
できない性感染症があることや、正しい使い方等の具体
的な情報の普及啓発に努めるべきである。国及び都道府
県等は、コンドームの特性と性感染症の予防効果に係る
情報を提供していくことが重要であり、コンドームの製
造・販売業者にも協力を求めるべきである。
　なお、産婦人科、泌尿器科等の医療機関において、性
感染症に係る受診の機会を捉え、コンドームの特性と使
用による性感染症の予防についての啓発がなされるよう
働きかけていく必要がある。

３　検査の推奨と検査機会の提供
　都道府県等は、保健所や医療機関などの検査に係る情
報の提供を行い、性感染症に感染している可能性のある
者に対し、検査の受診を推奨することが重要である。そ
の際には、検査の趣旨及び内容を十分に理解させた上で
受診させ、必要に応じて医療に結び付けることができる
体制を整えることが重要である。保健所が自ら検査を実
施する場合に検査の対象とする性感染症とその検査項目
を選定するときは、無症状病原体保有者からの感染の危
険性、検査の簡便さ等を考慮し、性器クラミジア感染症
及び淋菌感染症にあっては病原体検査（尿を検体とする
ものを含む。）を、梅毒及び性器ヘルペスウイルス感染症
にあっては抗体検査を基本として、検査を実施するもの
とする。
　そのため、都道府県等は、保健所における性感染症の
検査の機会確保に努めるとともに、住民が受診しやすい
体制を整えることが重要である。また、性感染症に関す
る普及啓発のために、各種行事の活用、検体の送付によ
る検査など、個人情報の保護に留意しつつ、様々な検査
の機会を活用していくことも重要である。なお、検査の
結果、受診者の感染が判明した場合は、当該受診者に、
当該性感染症のまん延の防止に必要な事項について十分
説明し、支援するとともに、当該受診者を通じる等の方
法により当該受診者の性的接触の相手方にも必要な情報
提供等の支援を行い、必要な場合には、医療に結び付け、
感染拡大の防止を図ることも重要である。

　さらに、国及び都道府県等は、性感染症の検査の実施
に関して、学会等が作成した検査の手引き等を普及して
いくこととする。

４　対象者の実情に応じた対策
　予防対策を講ずるに当たっては、年齢や性別等の対象
者の実情に応じた配慮を行っていくことが重要である。
　例えば、若年層に対しては、性感染症から自分の身体
を守るための情報について、適切な人材の協力を得、正
確な情報提供を適切な媒体を用いて行い、広く理解を得
ることが重要である。その際、学校における教育におい
ては、学習指導要領に則り、児童生徒の発達段階及び保
護者や地域の理解を踏まえることが重要である。保健所
等は、教育関係機関及び保護者等と十分に連携し、学校
における教育と連動した普及啓発を行うことが重要であ
る。
　また、女性は、解剖学的に感染の危険性が高く、感染
しても無症状の場合が多い一方で、感染すると慢性的な
骨盤内炎症性疾患の原因となりやすく、次世代への影響
があること等の特性がある。そのため、女性に対する普
及啓発は、それぞれの対象者の意向を踏まえるととも
に、対象者の実情や年齢に応じた特別な配慮が必要であ
る。性感染症及び妊娠や母子への影響を性と生殖に関す
る健康問題として捉える配慮が重要であるほか、犯罪被
害者支援や緊急避妊のための診療等の場においては、性
感染症予防を含めた総合的支援が求められる。また、尖
圭コンジローマについては、子宮頸がんとともに、ワク
チンによっても予防が有効であることから、ワクチンの
効果等についての情報提供を行うことが重要である。
　一方、性感染症として最も罹患の可能性の高い性器ク
ラミジア感染症は、男性においても症状が軽微であるこ
とが多いため、感染の防止のための注意を怠りやすいと
いう特性を有するので、そのまん延の防止に向けより一
層の啓発が必要である。

５　相談指導の充実
　保健医療に関する既存の相談の機会を活用するととも
に、希望者に対する検査時の相談指導、妊娠等に対する
保健医療相談や指導等を行うことが、対象者の実情に応
じた対策の観点からも有効である。そのため、都道府県
等は、性感染症に係る検査の前後において、当該性感染
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症に関する相談及び情報収集を円滑に推進するととも
に、そのまん延の防止を図るため、医師及び保健師等を
対象に相談及び指導に携わる人材の養成及び確保に努め
るものとする。また、これらに当たっては、医療機関及
び教育機関との連携並びに後天性免疫不全症候群対策と
の連携を図ることが重要である。

第３　医療の提供

１　基本的考え方
　性感染症は、疾患や病態に応じて適切に処方された治
療薬を投与する等の医療が必要な疾患であり、確実な治
療が二次感染やまん延を防ぐ最も有効な方法である。医
療の提供に当たっては、診断や治療の指針、分かりやす
い説明資料等の活用に加えて、個人情報の保護等の包括
的な配慮が必要である。また、若年層が受診しやすい環
境づくりへの配慮も必要である。

２　医療の質の向上
　国及び都道府県等は、医師会等の関係団体との連携を
図りながら、診断や治療に関する最新の方法に関する情
報を迅速に提供し、普及させるよう努めることが重要で
ある。
　特に、学会等の関係団体は、標準的な診断や治療の指
針等について積極的に情報提供し、普及を図ることが重
要である。
　また、国及び都道府県等は、学会等との連携により、
様々な診療科を横断して性感染症の専門家養成のための
教育及び研修機会の確保を図ることが重要である。

３　医療アクセスの向上
　特に若年層等が性感染症に関して受診しやすい医療体
制の整備等の環境作りとともに、保健所等における検査
から、受診及び治療に結び付けられる体制作りを推進す
ることが重要である。また、検査や治療について分かり
やすい資料等を作成し、NGO等の協力により普及啓発
を行うことが重要であり、国及び都道府県等は、その普
及啓発を支援していくことが重要である。

第４　研究開発の推進

１　基本的考え方
　性感染症の拡大を抑制するとともに、より良質かつ適

切な医療を提供するためには、性感染症に関する研究開
発の推進が必要である。具体的には、病態の解明に基づ
く検査や治療に関する研究、発生動向に関する疫学研
究、行動様式に関する社会面と医学面における研究等を
対策に活用できるよう総合的に推進することが重要であ
る。

２　検査や治療等に関する研究開発の推進
　性感染症の検査や治療において期待される研究として
は、迅速かつ正確に結果が判明する検査薬や検査方法
等、検査機会の拡大のための実用的な検査薬や検査方法
の開発、効果的で簡便な治療方法の開発、新たな治療薬
及び耐性菌を出現させないような治療薬の開発やその投
与方法に関する研究等が考えられる。また、ワクチン開
発の研究、予防方法の新たな可能性を視野に入れた研究
開発等を推進することも重要である。

３　発生動向等に関する疫学研究の推進
　国は、性感染症の発生動向に関する各種疫学研究を強
化し、今後の予防対策に役立てていくことが重要であ
る。例えば、性感染症の無症状病原体保有者の推移に関
する研究、病原体の分子疫学や薬剤耐性に関する研究、
地域を限定した性感染症の全数調査、後天性免疫不全症
候群の発生動向との比較研究、発生動向の分析を行うた
めの追加調査、指定届出機関の選定の在り方に関する研
究等の疫学研究によって、定量的な評価が可能となる数
値を的確に推計できるよう努めるなど、発生動向の多面
的な把握に役立てていくことが重要である。

４　社会面と医学面における性の行動様式等に関する研
究
　国は、性感染症を早期に発見し、治療に結び付けるた
めの試行的研究、性感染症予防策のまん延防止効果に関
する研究、感染リスクや感染の防止に関する意識・行動
等を含む社会面と医学面における性の行動様式等に関す
る研究を後天性免疫不全症候群対策の研究と連携して進
めることが重要である。

５　研究評価等の充実
　国は、研究の計画を厳正に評価し、重点的に研究を支
援するとともに、研究の成果についても的確に評価した
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上で、評価の高い研究成果に基づく施策を重点的に進め
ていくことが必要である。また、研究の結果については、
広く一般に提供していくことが重要である。

第５　国際的な連携

１　基本的考え方
　後天性免疫不全症候群の主要な感染経路が性的接触で
あることのみならず、性感染症に罹患している者がHIV
（ヒト免疫不全ウイルス）に感染しやすいということに
鑑み、予防対策上の観点から性感染症と後天性免疫不全
症候群とを併せて取り扱うことが国際的には多いことか
ら、国際的な連携に当たっては、この点を念頭に進める
ことが重要である。

２　諸外国との情報交換の推進
　国は、政府間、研究者間等における性感染症に関する
予防方法や治療方法の開発、疫学研究や社会面と医学面
における研究の成果等についての国際的な情報交換を推
進し、我が国の対策に活かしていくことが重要である。
また、性感染症に関連する後天性免疫不全症候群の研究
についても、情報交換に努めていくことが望ましい。

３　国際的な感染拡大抑制への貢献
　国は、世界保健機関、国連合同エイズ計画（UNAIDS）
等の活動への協力を強化することが重要である。

第６　関係機関等との連携の強化等

１　関係機関等との連携の強化
　性感染症対策は、普及啓発から研究開発まで、様々な
関係機関との連携を必要とするものであり、具体的に
は、厚生労働省、内閣府、文部科学省等における普及啓
発の連携、研究成果の情報交換、官民連携による施策の
推進等を図るほか、国及び都道府県等と医師会等の関係
団体並びに性感染症及び後天性免疫不全症候群対策等に
関係するNGO等との連携等幅広い連携を図ることが重
要である。また、保健所による普及啓発の拠点としての
情報発信機能の強化を図るとともに、学校教育と社会教
育との連携強化による普及啓発活動の充実を図ることが
重要である。

２　本指針の進捗状況の評価及び展開
　本指針を有効に機能させるためには、本指針に掲げた
取組の進捗状況について、定期的に把握し、専門家等の
意見を聴きながら評価を行うとともに、必要に応じて、
取組の見直しを行うことが重要である。
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〔注：この予防指針は、2000年（平成12年告示第15号）が基本
であるが、本文前文部分の末尾にあるように、発生動向などから
5年ごとに見直すこととなっており、第一次の一部改正は2006
年（平成18年告示第644号）でなされたので、これは第二次の
一部改正に当たる。この改正箇所の要点は、結核感染症課長より、
全国の衛生主管部局長等あてに発された「予防指針の一部改正に
ついて」（健感発0119第1号＝原文はよこ書き）に詳しいので、
参考までに全文を引用した。なお、既に第三次の改正時期が切迫
していると思われるので、今後の厚生科学審議会の動向が注目さ
れるところである。〕

〇性感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について

　厚生科学審議会感染症分科会感染症部会エイズ・性感染症ワーキ
ンググループにおける検討結果等を踏まえ、性感染症の発生動向、
性感染症の検査、治療等に関する科学的知見など、性感染症を取り
巻く環境の変化に対応するため、性感染症に関する特定感染症予防
指針（平成12年厚生省告示第15号。以下「指針」という。）を別
添のとおり改正し、平成24年１月19日より適用することとしたの
で、通知する。
　なお、今般の改正の概要は下記のとおりであるので、性感染症予
防の推進に当たっては、改正の趣旨を踏まえるとともに、管内の関
係機関等に対する周知について、特段の配慮をお願いする。

記
１　改正の趣旨
　　性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コ
ンジローマ、梅毒及び淋菌感染症（以下「性感染症」という。）に
ついては、指針に基づき、予防のための施策を総合的に推進して
いるところであるが、昨今の性感染症を取り巻く状況の変化を踏
まえ、所要の見直しを行う。

２　主な改正事項
前　文
　○性器、口腔等を介した性的接触で感染することを追記する。
　○性感染症に関する予防のための施策を連携して取り組む者に、
教育関係者、当事者支援団体を含む非営利組織及び非政府組織
等を追記する。

　○性的接触を介して感染する可能性があり連携して対策をとる感
染症の例示として、後天性免疫不全症候群のほかにＢ型肝炎を
追加する。

　
第１　原因の究明
　○国は、定点把握の性感染症の発生動向が実態を的確に反映した
ものとなるよう、指定届出機関の指定の基準についてより具体
的に示すことを追記する。
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第２　発生の予防及びまん延の防止
　○性感染症の予防方法として予防接種を追記する。
　○コンドームは、性感染症の原因となる性器及び口腔粘膜等の直
接接触を妨げ、性感染症予防に対し確実かつ基本的な効果を有
するが、その効果とともに、コンドームだけでは防ぐことがで
きない性感染症があることや、正しい使い方等の具体的な情報
の普及啓発に努めることを追記する。

　○性器クラミジア感染症及び淋菌感染症の病原体検査において、
尿を検体とするものを含むことを明記する。

　○性器クラミジア感染症及び淋菌感染症における病原体検査、梅
毒及び性器ヘルペスウイルス感染症における抗体検査につい
て、「都道府県等の実情に応じて」としている部分を削除する。

　○都道府県等は、検査の結果、受診者の感染が判明した場合は、
当該受診者に当該性感染症のまん延防止に必要な事項について
十分説明し支援するとともに、当該受診者を通じるなどして性
的接触の相手方にも必要な情報提供等の支援を行うことを追記
する。

　○若年層に対する情報提供において適切な媒体を用いることを追
記する。

　○保健所等が行う学校における教育と連動した普及啓発において
保護者等との連携について追記する。

　○性感染症及び妊娠や母子への影響を性と生殖に関する健康問題
としてとらえる配慮が重要であるほか、犯罪被害者支援や緊急
避妊のための診療等の場においては、性感染症予防を含めた総
合的な支援が求められることを追記する。

　○尖圭コンジローマについては、子宮頸がんとともに、ワクチン
によっても予防が有効であることから、ワクチンの効果等につ
いての情報提供を行うことが重要であることを追記する。

第３　医療の提供
　○医療の質の向上の観点から、以下の内容を追記する。
　　・国及び都道府県等は、学会等との連携により、様々な診療科

を横断して性感染症の専門家養成のための教育及び研修機会
の確保を図ることが重要であること。

　　・学会等の関係団体は、標準的な診断や治療の指針等について
積極的に情報提供し、普及を図ることが重要であること。

　○医療アクセスへの向上の観点から以下の内容を追記する。
　　・若年層等が性感染症に関して受診しやすい医療体制の整備な

どの環境づくりとともに、保健所等における検査から、受診
及び治療に結び付けられる体制づくりを推進することが重要
であること。

　　・検査や治療について民間団体等の協力により普及啓発を行う
ことが重要であること。

第４　研究開発の推進
　○発生動向等に関する疫学研究の推進に当たって、病原体の分子
疫学や薬剤耐性に関する研究を行うことを追記する。

　○社会面と医学面における性の行動様式等に関する研究に感染リ
スクや感染の防止に関する意識・行動を含むことを追記する。

第５　国際的な連携
　改正事項なし
　
第６　関係機関等との連携の強化
　○保健所は普及啓発の拠点としての情報発信機能の強化を図るこ
とを追記する。



○平成24年厚生労働省告示第21号
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律（平成10年法律第114号）第11条第1項の規定
に基づき、後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予
防指針（平成18年厚生労働省告示第89号）の全部を次
のように改正する。
 平成24〔2012〕年1月19日
 厚生労働大臣　小宮山洋子
〔注：本指針は、前回の平成18年告示第89号＝本学会

ガイドライン2011の149頁以下掲出＝の全文改
正である。同日付の厚労省疾病対策課長通知とし
て、この「予防指針の運用について」〈健疾発0119
第1号〉で関係各所あてに改正内容の詳細な説明
がなされている〈API-Netの資料室/対策関連法
令〉。なお、本告示の原文はたて書きなので、ここ
では和数字を算用数字にしてある。〕

　後天性免疫不全症候群や無症状病原体保有の状態
（HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染しているが、後
天性免疫不全症候群を発症していない状態をいう。）は、
正しい知識とそれに基づく個人個人の注意深い行動によ
り、多くの場合、予防することが可能な疾患である。ま
た、近年の医学や医療の進歩により、感染しても早期発
見及び早期治療によって長期間社会の一員として生活を
営むことができるようになってきており、様々な支援体
制も整備されつつある。
　しかしながら、日本における発生の動向については、
国及び都道府県等（都道府県、保健所を設置する市及び
特別区をいう。以下同じ。）がHIV感染に関する情報を
収集及び分析し、国民や医師等の医療関係者に対して情
報を公表している調査（以下「エイズ発生動向調査」と
いう。）によれば、他の多くの先進諸国とは異なり、地域
的にも、また、年齢的にも依然として広がりを見せてお
り、特に、20代から30代までの若年層が多くを占めて
いる。また、感染経路別に見た場合、性的接触がほとん
どを占めているが、特に、日本人男性が同性間の性的接
触によって国内で感染する事例が増加している。

　こうした状況を踏まえ、今後とも、感染の予防及びま
ん延の防止を更に強力に進めていく必要があり、そのた
めには、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の役割
分担を明確にし、正しい知識の普及啓発及び教育並びに
保健所等における検査・相談（カウンセリング）体制の
充実を中心に、連携して重点的かつ計画的に取り組むこ
とが最も重要であるとともに、国、地方公共団体、医療
関係者、患者団体を含む非営利組織又は非政府組織（以
下「NGO等」という。）、海外の国際機関等との連携を
強化していくことが重要である。
　また、日本の既存の施策は全般的なものであったた
め、特定の集団に対する感染の拡大の抑制に必ずしも結
び付いてこなかった。こうした現状を踏まえ、国及び都
道府県等は、個別施策層（感染の可能性が疫学的に懸念
されながらも、感染に関する正しい知識の入手が困難で
あったり、偏見や差別が存在している社会的背景等か
ら、適切な保健医療サービスを受けていないと考えられ
るために施策の実施において特別な配慮を必要とする
人々をいう。以下同じ。）に対して、人権や社会的背景に
最大限配慮したきめ細かく効果的な施策を追加的に実施
することが重要である。個別施策層としては、現在の情
報に鑑みれば、性に関する意思決定や行動選択に係る能
力について形成過程にある青少年、言語的障壁や文化的
障壁のある外国人及び性的指向の側面で配慮の必要な
MSM（男性間で性行為を行う者をいう。以下同じ。）が
挙げられる。また、HIVは、性的接触を介して感染する
ことから、性風俗産業の従事者及び利用者も個別施策層
として対応する必要がある。さらに、薬物乱用等も感染
の一因となり得るため、薬物乱用者についても個別施策
層として対応する必要がある。なお、具体的な個別施策
層については、状況の変化に応じて適切な見直しがなさ
れるべきである。
　さらに、施策の実施に当たっては、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」と
いう。）の理念である感染症の予防と医療の提供を車の両
輪のごとく位置付けるとともに、患者等（患者及び無症
状病原体保有者（HIV感染者）をいう。以下同じ。）の
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人権を尊重し、偏見や差別を解消していくことが大切で
あるという考えを常に念頭に置きつつ、関係者が協力し
ていくことが必要である。
　本指針は、このような認識の下に、後天性免疫不全症
候群に応じた予防の総合的な推進を図るため、国、地方
公共団体、医療関係者及びNGO等が連携して取り組ん
でいくべき課題について、正しい知識の普及啓発及び教
育並びに保健所等における検査・相談体制の充実等によ
る発生の予防及びまん延の防止、患者等に対する人権を
尊重した良質かつ適切な医療の提供等の観点から新たな
取組の方向性を示すことを目的とする。
　なお、本指針については、少なくとも5年ごとに再検
討を加え、必要があると認めるときは、これを変更して
いくものである。

第１　原因の究明

１　エイズ発生動向調査の強化
　エイズ発生動向調査は、感染の予防及び良質かつ適切
な医療の提供のための施策の推進に当たり、最も基本的
な事項である。このため、国及び都道府県等は、患者等
の人権及び個人の情報保護に十分に配慮した上で、国立
感染症研究所、研究班（厚生労働科学研究費補助金エイ
ズ対策研究事業に関係する研究者や研究班をいう。以下
同じ。）及びNGO等と協力し、法に基づくエイズ発生
動向調査の分析を引き続き強化するとともに、患者等へ
の説明と同意の上で行われる、病状に変化を生じた事項
に関する報告である任意報告についても、関係者に対す
る周知徹底を図り、その情報の分析を引き続き強化すべ
きである。なお、エイズ発生動向調査の分析に当たって
は、患者等に関する疫学調査・研究等の関連情報を収集
することにより、エイズ発生動向調査を補完することが
必要である。
　また、都道府県等は、正しい知識の普及啓発等の施策
を主体的かつ計画的に実施するため、患者等の人権及び
個人情報の保護に配慮した上で、地域における発生動向
を正確に把握することが重要である。

２　個別施策層に対するエイズ発生動向調査の実施
　国は、研究班やNGO等と協力し、人権及び個人情報
の保護に配慮した上で、個別施策層に関する発生動向を
調査・把握し、分析することが重要である。

３　国際的な発生動向の把握
　国際交流が活発化し、多くの日本人が海外に長期又は
短期間滞在しているとともに、日本国内に多くの外国人
が居住するようになった状況に鑑み、国は、研究班や
NGO等と協力し、海外における発生動向を把握し、日
本への影響を事前に推定することが重要である。

４　エイズ発生動向調査等の結果等の公開及び提供
　国等は、収集されたエイズ発生動向調査等の結果やそ
の分析に関する情報を、多様な媒体を通じて、広く公開
及び提供を行っていくことが重要である。

第２　発生の予防及びまん延の防止

１　基本的考え方
　後天性免疫不全症候群は、性感染症と同様に、個人個
人の注意深い行動により、その予防が可能な疾患であ
り、国及び都道府県等は、現在における最大の感染経路
が性的接触であることを踏まえ、①正しい知識の普及啓
発及び②保健所等における検査・相談体制の充実を中心
とした予防対策を重点的かつ計画的に進めていくことが
重要である。また、保健所をこれらの対策の中核として
位置付けるとともに、所管地域における発生動向を正確
に把握できるようその機能を強化することが重要であ
る。

２　性感染症対策との連携
　現状では、最大の感染経路が性的接触であること、性
感染症の 罹 患とHIV感染の関係が深いこと等から、予防

り

及び医療の両面において、性感染症対策とHIV感染対策
との連携を図ることが重要である。したがって、性感染
症に関する特定感染症予防指針（平成12年厚生省告示第
15号）に基づき行われる施策とHIV感染対策とを連携し
て、対策を進めていくことが必要である。具体的には、
性感染症の感染予防対策として、コンドームの適切な使
用を含めた性感染症の予防のための正しい知識の普及啓
発、保健所等における性感染症検査の際に、HIV検査の
受検を勧奨する体制を充実すること等が重要である。

３　その他の感染経路対策
　薬物乱用のうち静注薬物の使用によるもの、輸血、母
子感染、医療現場における事故による偶発的な感染と
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いった性的接触以外の感染経路については、厚生労働省
は引き続き、関係機関（関係省庁、保健所等、国立研究
開発法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開
発センター（以下「ACC」という。）、地方ブロック拠点
病院、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院等）と連携し、
正しい知識の普及啓発及び教育の充実、検査・相談体制
の推進等の予防措置を強化することが重要である。ま
た、関連する研究班やNGO等と連携し、その実態を把
握するための調査研究を実施することも重要である。

４　個別施策層に対する施策の実施
　国及び都道府県等は、引き続き、個別施策層（特に、
青少年及びMSM）に対して、人権や社会的背景に最大限
配慮したきめ細かく効果的な施策を、NGO等と連携し
追加的に実施することが重要である。
　特に、都道府県等は、患者等や個別施策層に属する者
に対しては、対象者の実情に応じて、検査・相談の利用
の機会に関する情報提供に努めるなど検査を受けやすく
するための特段の配慮が重要である。
　なお、薬物乱用者については、薬物乱用防止の取組等、
関係施策との連携強化について、併せて検討することが
重要である。

第３　普及啓発及び教育

１　基本的考え方
　普及啓発及び教育においては特に、科学的根拠に基づ
く正しい知識に加え、保健所等における検査・相談の利
用に係る情報、医療機関を受診する上で必要な情報等を
周知することが重要である。
　また、普及啓発及び教育は、近年の発生動向を踏まえ、
対象者の実情に応じて正確な情報と知識を、分かりやす
い内容と効果的な媒体により提供する取組を強化するこ
とで、個人個人の行動がHIVに感染する危険性の低いも
の又は無いものに変化すること（以下「行動変容」とい
う。）を促進する必要がある。
　さらに、感染の危険にさらされている者のみならず、
それらを取り巻く家庭、地域、学校、職場等へ向けた普
及啓発及び教育についても効果的に取り組み、行動変容
を起こしやすくするような環境を醸成していくことが必
要である。
　普及啓発及び教育を行う方法については、国民一般を

対象にHIV・エイズに係る情報や正しい知識を提供する
ものと、個別施策層等の対象となる層を設定し行動変容
を促すものとがあり、前者については、国民の関心を持
続的に高めるために、国及び地方公共団体が主体的に全
国又は地域全般にわたり施策に取り組むことが重要であ
り、後者については、対象者の年齢、行動段階等の実情
に応じた内容とする必要があることから、住民に身近な
地方公共団体がNGO等と連携して進めていくことが重
要である。
　国及び地方公共団体は、感染の危険にさらされている
者のみならず、日本に在住する全ての人々に対して、感
染に関する正しい知識を普及できるように、学校教育及
び社会教育との連携を強化して、対象者に応じた効果的
な教育資材を開発すること等により、具体的な普及啓発
活動を行うことが重要である。また、普及啓発に携わる
者に対する教育を行うことも重要である。さらに、患者
等やNGO等が実施する性行動等における感染予防のた
めの普及啓発事業が円滑に行われるように支援すること
が重要である。

２　患者等及び個別施策層に対する普及啓発及び教育の
強化
　国及び地方公共団体は、患者等及び個別施策層に対す
る普及啓発及び教育を行うに当たっては、感染の機会に
さらされる可能性を低減させるために、各個別施策層の
社会的背景に即した具体的な情報提供を積極的に行う必
要がある。このため、個別施策層に適した普及啓発用資
材等を患者等とNGO等の共同で開発し、普及啓発事業
を支援することが必要である。特に、地方公共団体は、
地方の実情に応じた受検・受療行動につながる効果的な
普及啓発事業の定着を図るために、保健所、医療機関、
教育機関、企業、NGO等との連携を促進することが重
要であり、これらの連携を可能とする職員等の育成につ
いても取り組むことが重要である。
　HIV感染の予防において、MSM及び青少年に対する
普及啓発及び教育は特に重要である。
　MSMに対する普及啓発等においては、国及び地方公
共団体と当事者・NGO等との連携が必須であり、対象
者の実情に応じた取組を強化していくことが重要であ
る。
　また、青少年に対する教育等を行う際には、学校、地
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域コミュニティ、青少年相互の連携・協力が重要である
とともに、青少年を取り巻く環境、青少年自身の性的指
向や性に対する考え方等には多様性があるため、それぞ
れの特性に応じた教育等を行う必要がある。

３　医療従事者等に対する教育
　国及び都道府県等にあっては、研修会等により、広く
医療従事者等に対して、最新の医学や医療の教育のみな
らず、患者等の心理や特に個別施策層の社会的状況等の
理解に資する教育、患者等の人権の尊重や個人情報保護
及び情報管理に関する教育等を強化して行うことが重要
である。

４　関係機関との連携の強化
　厚生労働省は、具体的な普及啓発事業を展開していく
上で、文部科学省及び法務省と連携して、教育及び啓発
体制を確立することが重要である。また、報道機関等を
通じた積極的な広報活動を推進するとともに、保健所等
の窓口に外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を
行い、旅行者や外国人への情報提供を充実させることが
重要である。

第４　検査・相談体制の充実

１　基本的考え方
　１　検査・相談体制の充実については、感染者が早期
に検査を受検し、適切な相談及び医療機関への紹介を受
けることは、感染症の予防及びまん延の防止のみなら
ず、感染者個人個人の発症又は重症化を防止する観点か
ら極めて重要である。
　２　このため、国及び都道府県等は、保健所等におけ
る検査・相談体制の充実を基本とし、検査・相談の機会
を、個人個人に対して行動変容を促す機会と位置付け、
利用者の立場に立った取組を講じていくことが重要であ
る。また、様々な背景を持つ感染者が、早期に検査を受
検し、適切な相談及び医療機関への紹介を受けることが
できるよう、NGO等との連携により、利用者の立場に
立った検査・相談の機会の拡充につながる取組を強化す
ることが重要である。

２　検査・相談体制の強化
　１　国及び都道府県等は、基本的考え方を踏まえ、保

健所における無料の匿名による検査・相談体制の充実を
重点的かつ計画的に進めていくことが重要である。
　さらに、都道府県等は、NGO等や必要に応じて医療
機関とも連携し、個人情報の保護に配慮しつつ、地域の
実情に応じて、利便性の高い場所と夜間・休日等の時間
帯に配慮した検査や迅速検査を実施するとともに、検
査・相談を受けられる場所と時間帯等の周知を行うな
ど、利用の機会の拡大を促進する取組を強化することが
重要である。
　また、国は、都道府県等の取組を支援するため、検査・
相談の実施方法に係る指針や手引き等を作成するととも
に、各種イベント等集客が多く見込まれる機会を利用す
ること等により、検査・相談の利用に係る情報の周知を
図ることが重要である。
　２　都道府県等は、関係機関と連携し、受検者のうち
希望する者に対しては、検査の前に相談の機会を設け、
必要かつ十分な情報に基づく意思決定の上で検査を行う
ことが重要である。
　さらに、検査の結果、陽性であった者には、早期治療・
発症予防の重要性を認識させるとともに、適切な相談及
び医療機関への紹介による早期治療・発症予防の機会を
提供し、医療機関への受診を確実に促すことが極めて重
要である。一方、陰性であった者についても、行動変容
を促す機会として積極的に対応することが重要である。
　また、検査後においては、希望する者に対して、継続
的な検査後の相談及び陽性者の支援のための相談等、相
談体制の充実に向けた取組を強化することも重要であ
る。

３　個別施策層に対する検査・相談の実施
　国及び都道府県等は、人権や社会的背景に最大限配慮
しつつ、NGO等と連携した取組を実施し、対象者の実
情に応じた、利用の機会の拡大を促進する取組を強化す
ることが重要である。なお、個別施策層に対し効率的に
検査を実施するという観点で、新規感染者・患者報告数
が全国水準より高い等の地域にあっては、地域の実情を
踏まえた定量的な指標に基づく施策の目標等を設定し実
施していくことが望まれるが、地域の実情及び施策の性
質等によっては、定性的な目標等を設定することも考え
られる。さらに、心理的背景や社会的背景にも十分に配
慮した相談体制の整備が重要であり、専門の研修を受け
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た者によるもののみならず、ピア・カウンセリング（患
者等や個別施策層の当事者による相互相談をいう。以下
同じ。）を活用することも有効である。

４　保健医療相談体制の充実
　国及び都道府県等は、地域の実情に応じた保健医療相
談サービスを提供するため、NGO等と連携し、保健医
療相談の質的向上等を図る必要がある。また、HIV感染
の予防や医療の提供に関する相談窓口を維持するととも
に、性感染症に関する相談、妊娠時の相談といった様々
な保健医療相談サービスとの連携を強化することも重要
である。
　特に、個別の施策が必要である地域においては、相談
窓口を増設するとともに、メンタルヘルスケアを重視し
た相談の質的向上等を図るため、必要に応じて、その地
域の患者等やNGO等と連携することが重要である。

第５　医療の提供

１　総合的な医療提供体制の確保
　１ 医療提供体制の充実
　国及び都道府県は、患者等に対する医療及び施策が更
に充実するよう、国のHIV治療の中核的医療機関である
ACC、地方ブロック拠点病院、中核拠点病院及びエイズ
治療拠点病院の機能の強化を推進するとともに、地域の
実情に応じて、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院、地
域の診療所等間の機能分担による診療連携の充実や患者
等を含む関連団体との連携を図ることにより、都道府県
内における総合的な医療提供体制の整備を重点的かつ計
画的に進めることが重要である。
　具体的には、ACCの支援を原則として受ける地方ブ
ロック拠点病院が中核拠点病院を、中核拠点病院がエイ
ズ治療拠点病院を支援するという、各種拠点病院の役割
を明確にしつつ、ACC及び地方ブロック拠点病院の緊
密な連携の下、中核拠点病院等を中心に、地域における
医療水準の向上及びその地域格差の是正を図るととも
に、一般の医療機関においても診療機能に応じた患者主
体の良質かつ適切な医療が居住地で安心して受けられる
ような基盤作りが重要である。このため、地方ブロック
拠点病院、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院、地域の
診療所等の連携を深め、相互の研修等により診療の質の
向上を図ることができるよう、都道府県等が設置する推

進協議会等において、各種拠点病院における医療従事者
への啓発や各種拠点病院間の診療連携の推進、担当医師
のみならず担当診療科を中心とした各種拠点病院として
の医療提供体制の維持等、医療体制整備の進捗状況を評
価できる仕組みを検討することも必要である。
　２ 良質かつ適切な医療の提供及び医療連携体制の強化
　高度化したHIV治療を支えるためには、医療の質の標
準化を進めるべく専門医等の医療従事者が連携して診療
に携わることが重要であり、国は、外来診療における
チーム医療、ケアの在り方についての指針等を作成し、
良質かつ適切な医療の確保を図る取組の強化が重要であ
る。また、早期に患者等へ適切な医療を提供することは、
二次感染防止の観点から重要である。
　さらに今後は、専門的医療と地域における保健医療
サービス及び福祉サービスとの連携等が必要であり、こ
れらの「各種保健医療サービス及び福祉サービスとの連
携を確保するための機能」（以下「コーディネーション」
という。）を担う看護師等の地方ブロック拠点病院及び中
核拠点病院への配置を推進することが重要である。都道
府県等は、中核拠点病院の設置する連絡協議会等と連携
し、医師会、歯科医師会等の関係団体や患者団体の協力
の下、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院及び地域診療
所等間の診療連携の充実を図ることが重要である。特
に、患者等に対する歯科診療の確保について、地方ブ
ロック拠点病院及び中核拠点病院は、地域の実情に応じ
相互の連携の下、各種拠点病院と診療に協力する歯科診
療所との連携体制の構築を図ることにより、患者等へ滞
りなく歯科診療を提供することが重要である。
　３ 十分な説明と同意に基づく医療の推進
　治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するた
めには、医療従事者は患者等に対し、十分な説明を行い、
理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的に
は、医療従事者は医療を提供するに当たり、適切な療養
指導を含む十分な説明を行い、患者等の理解が得られる
よう継続的に努めることが重要である。説明の際には、
患者等の理解を助けるため、分かりやすい説明資料を用
意すること等が望ましい。また、患者等が主治医以外の
医師の意見を聞き、自らの意思決定に役立てることも評
価される。
　４ 主要な合併症及び併発症への対応の強化
　HIV治療そのものの進展に伴い、結核、悪性腫瘍等の
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合併症や肝炎等の併発症を有する患者への治療及び抗
HIV薬の投与に伴う有害事象等への対応も重要であるこ
とから、国は、引き続きこれらの治療等に関する研究を
行い、その成果の公開等を行っていくことが重要であ
る。特に肝炎ウイルスとの重複感染により重篤化した肝
炎・肝硬変に対する肝移植等を含む合併症・併発症対策
は、その重篤な臨床像から、研究のみならず医療におい
ても専門とする診療科間の連携を強化することが重要で
ある。また、治療に伴う心理的負担を有する患者に対し
ては、診断後早期からの精神医学的介入による治療も重
要である。このため、精神科担当の医療従事者に対して
は、HIV診療についての研修等を実施することが重要で
ある。
　５ 情報ネットワークの整備
　患者等や医療関係者が、治療方法や主要な合併症及び
併発症の早期発見方法等の情報を容易に入手できるよう
に、インターネットやファクシミリにより医療情報を提
供できる体制を整備することが重要である。また、診療
機関の医療水準を向上させるために、個人情報の保護に
万全を期した上で、HIV診療支援ネットワークシステム
（A－net）等の情報網の普及や患者等本人の同意を前提
として行われる診療の相互支援の促進を図ることが重要
である。さらに、医療機関や医療従事者が相互に交流す
ることは、医療機関、診療科、職種等を超えた連携を図
り、ひいては、患者等の医療上の必要性を的確に把握す
ること等につながり有効であるため、これらの活動を推
進することが望ましい。
　６ 長期療養・在宅療養支援体制の整備
　患者等の療養期間の長期化に伴い、患者等の主体的な
療養環境の選択を尊重するため、長期療養・在宅療養の
患者等を積極的に支える体制整備を推進していくことが
重要である。このため、国及び都道府県等は、具体的な
症例に照らしつつ、患者等の長期療養・在宅療養サービ
スの向上に配慮していくよう努めることが重要である。
都道府県等にあっては、地域の実情に応じて、地方ブ
ロック拠点病院及び中核拠点病院相互の連携によるコー
ディネーションの下、連絡協議会等において、各種拠点
病院と地域医師会・歯科医師会等との連携を推進し、各
種拠点病院と慢性期病院との連携体制の構築を図ること
が重要である。
　７ 治療薬剤の円滑な供給確保

　国は、患者等が安心して医療を受けることができるよ
う、治療薬剤の円滑な供給を確保することが重要であ
る。そのため、国内において医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律
第145号）で承認されているがHIV感染又はその随伴
症状に対する効能又は効果が認められていない薬剤の中
で効果が期待される薬剤の医療上必要な適応拡大を行う
とともに、海外で承認された治療薬剤がいち早く国内に
おいても使用できるようにする等の措置を講じ、海外と
の格差を是正していくことが重要である。

２　人材の育成及び活用
　良質かつ適切な医療の提供のためには、HIVに関する
教育及び研修を受け、個別施策層のみならず多様な人間
の性について理解し、対応できる人材を育成し、効率的
に活用することが重要であるとともに、人材の育成によ
る治療水準の向上も重要である。国及び都道府県等は、
引き続き、医療従事者に対する研修を実施するととも
に、中核拠点病院及びエイズ治療拠点病院のHIV治療の
質の向上を図るため、地方ブロック拠点病院等による出
張研修等により、効果的な研修となるよう支援すること
が重要である。また、地方ブロック拠点病院だけではな
く、中核拠点病院においてもコーディネーションを担う
看護師等が配置できるよう、看護師等への研修を強化す
ることも重要である。

３　個別施策層に対する施策の実施
　個別施策層に対して良質かつ適切な医療を提供するた
めには、その特性を踏まえた対応が必要であり、医療関
係者への研修、対応手引書の作成等の機会に個別的な対
応を考えていくこと等が重要である。
　例えば、個別施策層が良質かつ適切な医療を受けられ
ることは、感染の拡大の抑制にも重要である。このため、
都道府県等は、地域の実情に応じて、各種拠点病院等に
おいて検査やHIV治療に関する相談（情報提供を含む。）
の機会の拡充への取組の強化を図るべきであり、特に外
国人に対する医療への対応にあたっては、職業、国籍、
感染経路等によって医療やサービス、情報の提供に支障
が生じることのないよう、医療従事者に対する研修を実
施するとともに、NGO等と協力し、通訳等の確保によ
る多言語での対応の充実等が必要である。
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４　日常生活を支援するための保健医療・福祉サービス
の連携強化

　患者等の療養期間の長期化に伴い、障害を持ちながら
生活する者が多くなったことに鑑み、保健医療サービス
と障害者施策等の福祉サービスとの連携を強化すること
が重要である。具体的には、国及び都道府県等は、専門
知識に基づく医療社会福祉相談（医療ソーシャルワーク）
やピア・カウンセリング等の研修の機会を拡大し、医療
機関や地域のNGO等と連携した生活相談支援のプログ
ラムを推進することが重要である。このため、エイズ治
療拠点病院とNGO等との連携構築のための研修等の機
会の提供等も重要である。また、患者及びその家族等の
日常生活を支援するという観点から、その地域のNGO
等との連携体制、社会資源の活用等についての情報を周
知する必要がある。

第６　研究開発の推進

１　研究の充実
　患者等への良質かつ適切な医療の提供等を充実してい
くためには、国及び都道府県等において、研究結果が感
染の拡大の抑制やより良質かつ適切な医療の提供につな
がるような研究を行っていくべきである。特に、各種治
療指針等の作成等のための研究は、国において優先的に
考慮されるべきであり、当該研究を行う際には、感染症
の医学的側面や自然科学的側面のみならず、社会的側面
や政策的側面にも配慮することが望ましい。
　なお、研究の方向性を検討する際には、発生動向を踏
まえ、各研究班からの研究成果を定期的に確認すること
が重要である。また、研究については、エイズ発生動向
の分析を補完する疫学研究、感染拡大の防止に有効な対
策を示す研究、特に個別施策層にあっては、人権及び個
人情報の保護に配慮した上で、追加的に言語、文化、知
識、心理、態度、行動、性的指向、年齢、感染率、社会
的背景等を含めた疫学的調査研究及び社会科学的調査研
究を、当事者の理解と協力を得た上で、NGO等と協力
し、効果的に行うことが必要である。なお、とりわけ、
患者等のうち大きな割合を占めるMSMに対しての調査
研究は重要である。
　あわせて、長期的展望に立ち、継続性のある研究を行
うためには、若手研究者の育成は重要である。

２　特効薬等の研究開発
　国は、特効薬、ワクチン、診断法及び検査法の開発に
向けた研究を強化するとともに、研究目標については戦
略的に設定することが重要である。この場合、研究の科
学的基盤を充実させることが前提であり、そのために
も、関係各方面の若手の研究者の参入を促すことが重要
である。

３　研究結果の評価及び公開
　国は、研究の充実を図るため、各種指針等を含む調査
研究の結果については、学識者により客観的かつ的確に
評価するとともに、研究の性質に応じ、公開等を行い、
幅広く患者等からの意見も参考とすべきである。

第７　国際的な連携

１　諸外国との情報交換の推進
　国は、政府間、研究者間及びNGO等間の情報交換の
機会を拡大し、感染の予防、治療法の開発、患者等の置
かれた社会的状況等に関する国際的な情報交流を推進
し、日本のHIV対策に活かしていくことが重要である。

２　国際的な感染拡大の抑制への貢献
　国は、国連合同エイズ計画（UNAIDS）への支援、日
本独自の二国間保健医療協力分野における取組の強化等
の国際貢献を推進すべきである。

３　国内施策のためのアジア諸国等への協力
　厚生労働省は、有効な国内施策を講ずるためにも、諸
外国における情報を、外務省等と連携しつつ収集すると
ともに、諸外国における感染の拡大の抑制や患者等に対
する適切な医療の提供が重要であることから、日本と人
的交流が盛んなアジア諸国等に対し積極的な国際協力を
進める上で、外務省等との連携が重要である。

第８　人権の尊重

１　人権の擁護及び個人情報の保護
　保健所、医療機関、医療保険事務担当部門、障害者施
策担当部門等においては、人権の尊重及び個人情報の保
護を徹底することが重要であり、所要の研修を実施すべ
きである。また、人権や個人情報の侵害に対する相談方
法や相談窓口に関する情報を提供することも必要であ
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る。なお、相談に当たっては、専用の相談室を整備する
などの個人情報を保護する措置が必要である。さらに、
報道機関には、患者等の人権擁護や個人情報保護の観点
に立った報道姿勢が期待される。また、就労斡旋・相談
窓口、企業の採用担当窓口及び企業内においても、人権
の尊重及び個人情報の保護を徹底することが重要であ
る。

２　偏見や差別の撤廃への努力
　患者等の就学や就労を始めとする社会参加を促進する
ことは、患者等の個人の人権の尊重及び福利の向上だけ
でなく、社会全体の感染に関する正しい知識や患者等に
対する理解を深めることになる。また、個人や社会全体
において、知識や理解が深まることは、個人個人の行動
に変化をもたらし、感染の予防及びまん延の防止に寄与
することにもつながる。このため、厚生労働省は、文部
科学省、法務省等の関連省庁や地方公共団体との連携を
強化し、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平
成12年法律第147号）第7条に基づく人権教育・啓発
に関する基本計画を踏まえた人権教育・啓発事業と連携
し、患者等や個別施策層に対する偏見や差別の撤廃のた
めの正しい知識の普及啓発を行うとともに、偏見や差別
の撤廃に向けての具体的資料を作成することが重要であ
る。
　特に、患者等が健全な学校生活を送り、職業を選択し、
生涯を通じて働き続けるために、学校や職場における偏
見や差別の発生を未然に防止することが重要であり、
NGO等と連携し、社会教育も念頭に置きつつ、医療現
場や学校、企業等に対して広くHIV感染症への理解を深
めるための人権啓発を推進するとともに、事例研究や相
談窓口等に関する情報を提供することが必要である。

３　個人を尊重した十分な説明と同意に基づく保健医療
サービスの提供

　HIV感染の特性に鑑み、検査、診療、相談、調査等の
保健医療サービスの全てにおいて、利用者及び患者等に
説明と同意に基づく保健医療サービスが提供されること
が重要である。そのためにも、希望する者が容易に安心
して相談の機会が得られるよう、保健所や医療機関にお
ける職員等への研修等を推進するとともに、これらを含
む関係機関とNGO等の連携が重要である。

第９　施策の評価及び関係機関との連携

１　施策の評価
　厚生労働省は、関係省庁間連絡会議の場等を活用し、
関係省庁及び地方公共団体が講じている施策の実施状況
等について定期的に報告、調整等を行うこと等により、
総合的なエイズ対策を実施するべく、関係省庁の連携を
より一層進める必要がある。
　また、都道府県等は、感染症予防計画等の策定又は見
直しを行う際には、重点的かつ計画的に偏りなく進める
べき①正しい知識の普及啓発、②保健所等における検
査・相談体制の充実及び③医療提供体制の確保等に関
し、地域の実情に応じて施策目標等を設定し、実施状況
等を複数年にわたり評価することが重要である。施策の
目標等の設定に当たっては、基本的には、定量的な指標
に基づくことが望まれるが、地域の実情及び施策の性質
等に応じて、定性的な目標を設定することも考えられ
る。
　なお、国は、国や都道府県等が実施する施策の実施状
況等をモニタリングし、その結果を定期的に情報提供す
るとともに、施策を評価し、必要に応じて改善する。感
染者・患者の数が全国水準より高いなどの地域に対して
は、所要の技術的助言等を行うことが求められる。また、
研究班により得られた研究成果を引き続き研究や事業に
活かすことができるよう、患者等、医療関係者、NGO等
の関係者と定期的に意見を交換すべきである。

２　各研究班、NGO等との連携
　国及び都道府県等は、総合的なエイズ対策を実施する
際には、各研究班、NGO等との連携が重要である。特
に、個別施策層を対象とする各種施策を実施する際に
は、各研究班、NGO等と横断的に連携できる体制を整
備することが望ましい。また、NGO等の情報を、地方公
共団体に提供できる体制を整備することも望まれる。
　なお、継続的に質の高い施策を実施するためには、
NGO等の基盤強化のための環境整備、支援が望まれる。
　あわせて、国及び都道府県等は、各種施策における
NGO等との連携が有効なものとなるよう、その施策の
内容を評価する体制を整備することが重要である。
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改正文　（平成26年11月21日厚生労働省告示第439号）　抄
　　薬事法等の一部を改正する法律の施行の日（平成26年11月25
日）から適用する。

改正文　（平成27年3月31日厚生労働省告示第193号）　抄
　　平成27年4月1日から適用する。
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　〔注〕　感染症法の規定によって、五類感染症で特定感染症予防指
針に規定のある性感染症６疾患に関して、全数報告が義務付けられ
ているエイズ・梅毒の２疾患は診断した医師から、定点報告の協力
義務のある性器クラミジア感染症など性感染症４疾患は指定届出機
関の管理者から、それぞれ都道府県知事にその旨の届出をする必要
がある。それらの事業実施要網を定めた厚生労働省健康局長通知
は、2008（平成20）年５月12日に一部改正されているので、参考
までに以下に該当部分を掲載した。なお、その他の疾患を含めた改
正通知の全文は、厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw. 
go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html）に搭
載されている。

 

第１　全般的事項

１　検査方法に関する留意事項
　分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、
抗血清、PCR法（LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同
じ。）による同定など、種々の同定方法を含む。
　抗体検査による感染症の診断には、
１　急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転（陰性から陽性
へ転じること）

２　急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
３　急性期のIgM抗体の検出
４　単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その
場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

のいずれかが用いられる。
　なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方
法を使用した場合においてのみ利用可能であり、４倍以上の上昇
を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度（イ
ンデックス）で判定する検査法においては、この値（４倍）を用
いることはできない。
２　発熱と高熱
　本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態を
いい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。
３　留意点
１　本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われる
ものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有
する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない
検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立
感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

２　医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診
断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、
国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

医師及び指定届出機関の管理者が
都道府県知事に届け出る基準　　

 

●梅　　毒

１　定義
　スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ（Treponema 
pallidum）の感染によって生じる性感染症である。

２　臨床的特徴
　Ⅰ期梅毒として感染後３～６週間の潜伏期の後に、感染局所に
初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。
　Ⅱ期梅毒では、感染後３か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性
バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が見
られる。
　感染後３年以上を経過すると、晩期顕症梅毒としてゴム腫、梅
毒によると考えられる心血管症状、神経症状、眼症状などが認め
られることがある。なお、感染していても臨床症状が認められな
いものもある。
　先天梅毒は、梅毒に罹患している母体から出生した児で、１胎
内感染を示す検査所見のある症例、２Ⅱ期梅毒疹、骨軟骨炎など
早期先天梅毒の症状を呈する症例、３乳幼児期は症状を示さずに
経過し、学童期以後にHutchinson３徴候（実質性角膜炎、内耳
性難聴、Hutchinson歯）などの晩期先天梅毒の症状を呈する症
例がある。

３　届出基準
　ア　患者（確定例）
　医師は、２の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や
所見から梅毒が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法
により、梅毒患者と診断した場合には、法第12条第１項の規定
による届出を７日以内に行わなければならない。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。

　イ　無症状病原体保有者
　医師は、診察した者が２の臨床的特徴を呈していないが、次
の表の左下欄に掲げる検査方法により、抗体（カルジオリピン
を抗原とするRPRカードテスト、凝集法若しくはガラス板法
での検査で16倍以上又は自動化法での検査で概ね16.0R.U.，
16.0U若しくは16.0SU/ml以上のものをいう。）を保有する
者で無症状病原体保有者とみなされるもの（陳旧性梅毒とみな
される者を除く。）を診断した場合には、法第12条第１項の規
定による届出を７日以内に行わなければならない。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。

　ウ　感染症死亡者の死体
　医師は、２の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状
や所見から、梅毒が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査

第６　五類感染症
　　　（特定感染症予防指針にある性感染症6疾患のみ抜粋）

資料　３ ／感染症法に基づく医師等からの届出について
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方法により、梅毒により死亡したと判断した場合には、法第12
条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければならな
い。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。

 
　先天梅毒は、下記の５つのうち、いずれかの要件をみたすも
のである。

 
●後天性免疫不全症候群

１　定義
　レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス（human 
immunodeficiency virus；HIV）の感染によって免疫不全が生
じ、日和見感染症や悪性腫瘍が合併した状態。

２　臨床的特徴
　HIVに感染した後、CD４陽性リンパ球数が減少し、無症候性
の時期（無治療で約10年）を経て、生体が高度の免疫不全症に
陥り、日和見感染症や悪性腫瘍が生じてくる。

３　届出基準
　ア　患者（確定例）
　医師は、２の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や
所見から後天性免疫不全症候群が疑われ、かつ、４イの届出に
必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第１項の
規定による届出を７日以内に行わなければならない。

　イ　無症状病原体保有者
　医師は、診察した者が２の臨床的特徴を呈していないが、４
アの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12
条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければならな
い。

　ウ　感染症死亡者の死体
　医師は、２の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状

検査材料検査方法

発疹（初期硬結、硬性
下疳、扁平コンジロー
マ、粘膜疹）

墨汁法、ギムザ染色などの染色法による
病原体の検出

血清・以下の１と２の両方に該当する場合
１カルジオリピンを抗原とする以下のい
ずれかの検査で陽性
　・RPRカードテスト、凝集法、ガラス
板法、自動化法

２T. pallidum を抗原とする以下のいず
れかの検査で陽性
　・TPHA法、FTA繰ABS法

ア　母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い
場合
イ　児の血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く
超えて持続する場合
ウ　児のT.pallidum を抗原とするIgM抗体陽性
エ　早期先天梅毒の症状を呈する場合
オ　晩期先天梅毒の症状を呈する場合

や所見から、後天性免疫不全症候群が疑われ、かつ、４イの届
出に必要な要件により、後天性免疫不全症候群により死亡した
と判断した場合には、法第12条第１項の規定による届出を７
日以内に行わなければならない。

４　届出に必要な要件（サーベイランスのためのHIV感染症/ 
AIDS診断基準（厚生労働省エイズ動向委員会、2007）抜粋）
　ア　HIV感染症の診断（無症候期）
ア　HIVの抗体スクリーニング検査法（酵素抗体法（ELISA）、
粒子凝集法（PA）、免疫クロマトグラフィー法（IC）等）の
結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の場合にHIV感
染症と診断する。
１．［1］抗体確認検査（Western Blot法、蛍光抗体法（IFA）

等）
２．［2］HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法（PCR

等）等の病原体に関する検査（以下「HIV病原検査」と
いう。）

イ　ただし、周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる
生後18か月未満の児の場合は少なくともHIVの抗体スク
リーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合に
HIV感染症と診断する。
１．［1］HIV病原検査が陽性
２．［2］血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減

少、CD４陽性Tリンパ球数の減少、CD４陽性Tリン
パ球数/CD８陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学
的検査所見のいずれかを有する。

　イ　AIDSの診断
　アの基準を満たし、下記の指標疾患（Indicator Disease）
の１つ以上が明らかに認められる場合にAIDSと診断する。た
だし、アの基準を満たし、下記の指標疾患以外の何らかの症状
を認める場合には、その他とする。
指標疾患（Indicator Disease）
１．Ａ．真菌症
　１．１．カンジダ症（食道、気管、気管支、肺）
　２．２．クリプトコッカス症（肺以外）
　３．３．コクシジオイデス症
　　　　１．１全身に播種したもの
　　　　２．２肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こった

もの
　４．４．ヒストプラズマ症
　　　　１．１全身に播種したもの
　　　　２．２肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こった

もの
　５．５．ニューモシスティス肺炎
　　（注）P. cariniiの分類名がP. jiroveciに変更になった
２．Ｂ．原虫症
　１．６．トキソプラズマ脳症（生後１か月以後）
　２．７．クリプトスポリジウム症（１か月以上続く下痢を

伴ったもの）
　３．８．イソスポラ症（１か月以上続く下痢を伴ったもの）
３．Ｃ．細菌感染症
　１．９．化膿性細菌感染症（13歳未満で、ヘモフィルス、

連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが２年
以内に、２つ以上多発あるいは繰り返して起こったも
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の）
　　　　１．１敗血症
　　　　２．２肺炎
　　　　３．３髄膜炎
　　　　４．４骨関節炎
　　　　５．５中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍
　２．10．サルモネラ菌血症（再発を繰り返すもので、チフ

ス菌によるものを除く）
　３．11．活動性結核（肺結核又は肺外結核）（※）

　４．12．非結核性抗酸菌症
　　　　１．１全身に播種したもの
　　　　２．２肺、皮膚、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起

こったもの
４．Ｄ．ウイルス感染症
　１．13．サイトメガロウイルス感染症（生後１か月以後で、

肝、脾、リンパ節以外）
　２．14．単純ヘルペスウイルス感染症
　　　　１．１１か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈す

るもの
　　　　２．２生後１か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を

併発するもの
　３．15．進行性多巣性白質脳症
５．Ｅ．腫瘍
　１．16．カポジ肉腫
　２．17．原発性脳リンパ腫
　３．18．非ホジキンリンパ腫
　４．19．浸潤性子宮頸癌（※）

６．Ｆ．その他
　１．20．反復性肺炎
　２．21．リンパ性間質性肺炎／肺リンパ過形成：LIP/ 

PLH complex（13歳未満）
　３．22．HIV脳症（認知症又は亜急性脳炎）
　４．23．HIV消耗性症候群（全身衰弱又はスリム病）

　（※）C11活動性結核のうち肺結核及びE19浸潤性子宮頸癌につ
いては、HIVによる免疫不全を示唆する所見がみられる者に限
る。

●性器クラミジア感染症

１　定義
　Chlamydia trachomatisによる性感染症である。

２　臨床的特徴
　男性では、尿道から感染して急性尿道炎を起こすが、症状は淋
菌感染症よりも軽い。さらに、前立腺炎、精巣上体炎を起こすこ
ともある。女性では、まず子宮頸管炎を起こし、その後、感染が
子宮内膜、卵管へと波及し、子宮内膜炎、卵管炎、骨盤内炎症性
疾患、肝周囲炎を起こす（しかし男女とも、症状が軽く自覚のな
いことも多い）。
　また、子宮外妊娠、不妊、流早産の誘因ともなる。妊婦が感染
している場合には、主として産道感染により、新生児に封入体結
膜炎を生じさせることがある。また、１～２か月の潜伏期を経て、
新生児、乳児の肺炎を引き起こすことがある。淋菌との混合感染
も多く、淋菌感染症の治癒後も尿道炎が続く場合には、クラミジ
ア感染症が疑われる。

３　届出基準
　ア　患者（確定例）
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から性器ク
ラミジア感染症が疑われ、かつ、４の表の左欄に掲げる検査方
法により、性器クラミジア感染症患者と診断した場合には、法
第14条第２項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届
け出なければならない。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。
　スクリーニングによる病原体・抗原・遺伝子に関する検査陽
性例は報告対象に含まれるが、抗体陽性のみの場合は除外す
る。

　イ　感染症死亡者の死体
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、性
器クラミジア感染症が疑われ、かつ、４の表の左欄に掲げる検
査方法により、性器クラミジア感染症により死亡したと判断し
た場合には、法第14条第２項の規定による届出を月単位で、
翌月の初日に届け出なければならない。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。

４　届出のために必要な検査所見 

 
●性器ヘルペスウイルス感染症

１　定義
　単純ヘルペスウイルス（herpes simplex virus：HSV，HSV
１型又は２型）が感染し、性器又はその付近に発症したものを性
器ヘルペスという。

２　臨床的特徴
　性器ヘルペスは、外部から入ったウイルスによる初感染の場合
と、仙髄神経節に潜伏しているウイルスの再活性化による場合の
２つがある。
　初感染では、感染後３～７日の潜伏期の後に外陰部に小水疱又
は浅い潰瘍性病変が数個ないし集簇的に出現する。発熱などの全
身症状を伴うことが多い。２～４週間で自然に治癒するが、治癒
後も月経、性交その他の刺激が誘因となって、再発を繰り返す。
発疹は外陰部のほか、臀部、大腿にも生じることがある。
　病変部位は男性では包皮、冠状溝、亀頭、女性では外陰部や子
宮頸部である。口を介する性的接触によって口唇周囲にも感染す
る。HSV２型による場合は、より再発しやすい。

検査材料検査方法

尿道、性器から採取した
材料

分離・同定による病原体の検出

蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原
体の抗原の検出

PCR法による病原体の遺伝子の検出

血清抗体の検出（ペア血清による抗体陽転
又は抗体価の有意の上昇、又は単一血
清で抗体価の高値）

資料　３ ／感染症法に基づく医師等からの届出について



３　届出基準
　ア　患者（確定例）
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から性器ヘ
ルペスウイルス感染症が疑われ、かつ、４により、性器ヘルペ
スウイルス感染症患者と診断した場合には、法第14条第２項
の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければな
らない。
　明らかに再発であるもの及び血清抗体のみ陽性のものは除外
する。

　イ　感染症死亡者の死体
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、性
器ヘルペスウイルス感染症が疑われ、かつ、４により、性器ヘ
ルペスウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法
第14条第２項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届
け出なければならない。

４　届出のために必要な臨床症状

 
●尖圭コンジローマ

１　定義
　尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス（ヒト乳頭腫ウ
イルス、HPV）の感染により、性器周辺に生じる腫瘍である。
ヒトパピローマウイルスは80種類以上が知られているが、尖圭
コンジローマの原因となるのは主にHPV６型とHPV11型であ
り、時にHPV16型の感染でも生じる。

２　臨床的特徴
　感染後、数週間から２～３か月を経て、陰茎亀頭、冠状溝、包
皮、大小陰唇、肛門周囲等の性器周辺部に、イボ状の小腫瘍が多
発する。腫瘍は、先の尖った乳頭状の腫瘤が集簇した独特の形を
しており、乳頭状、鶏冠状、花キャベツ状等と形容される。尖圭
コンジローマ自体は、良性の腫瘍であり、自然に治癒することも
多いが、時に癌に移行することが知られている。特に、HPV16，
52，58，18型などに感染した女性の場合、子宮頸部に感染し、
子宮頸癌の発癌要因になることもあると考えられている。

３　届出基準
　ア　患者（確定例）
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から尖圭コ
ンジローマが疑われ、かつ、４により、尖圭コンジローマ患者
と診断した場合には、法第14条第２項の規定による届出を月
単位で、翌月の初日に届け出なければならない。

　イ　感染症死亡者の死体
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、尖
圭コンジローマが疑われ、かつ、４により、尖圭コンジローマ
により死亡したと判断した場合には、法第14条第２項の規定
による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならな
い。

男女ともに、性器や臀部にヘルペス特有な有痛性の１から多数
の小さい水疱性又は浅い潰瘍性病変を認めるもの

４　届出のために必要な臨床症状

 
●淋菌感染症

１　定義
　淋菌（Neisseria gonorrheae）による性感染症である。

２　臨床的特徴
　男性は急性尿道炎として発症するのが一般的であるが、放置す
ると前立腺炎、精巣上体炎となる。後遺症として尿道狭窄が起こ
る。
　女子は子宮頸管炎や尿道炎を起こすが、自覚症状のない場合が
多い。感染が上行すると子宮内膜炎、卵管炎等の骨盤内炎症性疾
患を起こし、発熱、下腹痛を来す。後遺症として不妊症が起きる。
　その他、咽頭や直腸などへの感染や産道感染による新生児結膜
炎などもある。

３　届出基準
　ア　患者（確定例）
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から淋菌感
染症が疑われ、かつ、４の表の左欄に掲げる検査方法により、
淋菌感染症患者と診断した場合には、法第14条第２項の規定
による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならな
い。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。

　イ　感染症死亡者の死体
　指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、２の
臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、淋
菌感染症が疑われ、かつ、 ４の表の左欄に掲げる検査方法によ
り、淋菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条
第２項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なけ
ればならない。
　この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い
ること。

４　届出のために必要な検査所見

 

男女ともに、性器及びその周辺に淡紅色又は褐色調の乳頭状、
又は鶏冠状の特徴的病変を認めるもの

検査材料検査方法

尿道及び性器から採取し
た材料、眼分泌物、咽頭
拭い液

分離・同定による病原体の検出

鏡検による病原体の検出

蛍光抗体法による病原体の抗原の検出

酵素抗体法による病原体の抗原の検出

PCR法による病原体の遺伝子の検出
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資料　３ ／感染症法に基づく医師等からの届出について
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資料　３ ／感染症法に基づく医師等からの届出について
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